
                     第 9 1号 議 案  

                          令 和 ７ 年 ２ 月 1 9 日 

任 用 給 与 課 

 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について 

 
  地方公務員法第５条第２項に基づき、令和７年２月12日付６議事第399号をもって東京都議
会議長より照会のあった議案（別添）に係る意見については、下記のとおり回答する。 

 
記 

 

１ 第 30号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第 31号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第 32号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例 

４ 第 33号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例 

５ 第 35号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を

改正する条例 

６ 第 40号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

７ 第 41号議案 非常勤職員の報酬等に関する条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

８ 第 42号議案 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

９ 第 43号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

10 第 44号議案 職員の懲戒に関する条例及び職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例 

11 第 45号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

12 第 46号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

13 第 47号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例 

14 第 69号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

15 第 72号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

16 第 73号議案 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

17 第 74号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例 

18 第 75号議案 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

19 第 76号議案 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

20 第117号議案 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議 案 名 

意  見 

異議ありません。 
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１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業

法」という。）の一部改正等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

一週間の正規の勤

務時間 

第２条第２項 

 

 

【第 17条の３の新設に伴う規定整備】 

  「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）」 

 →「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号。以下「育

児休業法という。」） 

  「同法第 17条」 

 →「育児休業法第 17条」 

週 休 日 

第４条第１項 

 

【フレックスタイム制における週休日の見直し】 

 フレックスタイム制勤務職員が平日において週休日を設けることができる

取扱いを改正 

 「４週間ごとの期間につき１日に限り」 

→「１週間ごとの期間につき 1日に限り」 

育児又は介護を行

う職員の超過勤務

の免除 

第12条の２の２ 

第１項 

第２項 

 

【育児・介護休業法の改正に伴う超過勤務の免除の見直し】 

 超過勤務の免除の対象となる職員が養育する子の範囲の拡大 

 「３歳に満たない子」 

→「小学校就学の始期に達するまでの子」 

特 別 休 暇 

第16条第１項 

 

 【育児・介護休業法の改正に伴う子どもの看護休暇の見直し】 

  「子どもの看護休暇」 

 →「子どもの看護等休暇」 

子育て部分休暇 

第17条の３（新設） 

第１項 

第２項 

 

 

 

【子育て部分休暇の導入】 

 〇 任命権者は、９歳に達する日又は小学校等第３学年を修了した日のいず

れか遅い日以後の最初の３月 31日までの間にある子を養育する職員（育児

短時間勤務職員等又は部分休業の承認を受けることができる職員を除く。）

が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合

を除き、１日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認するものと

する。 

〇 子育て部分休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、東京都規

則で定める。 

＜参考＞ 子育て部分休暇 

・正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30 分を単位として、１日に

つき２時間以内 

・無給 
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介護についての申

出があった場合に

おける措置等 

第17条の４（新設） 

第１項 

 

第２項 

【介護についての申出があった場合における措置等の新設】 

〇 任命権者は、職員が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若し

くは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者が当該職員の介護を必要と

する状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護と

の両立に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その

他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

〇 任命権者は、職員に対して、当該職員が 40歳に達した日の属する年度に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

勤務環境の整備に

関する措置 

第17条の５（新設） 

 

【勤務環境の整備に関する措置の新設】 

〇 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

１ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

２ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

３ その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年４月１日 

ただし、次項の規定は公布の日（令和７年３月31日予定） 

経 過 措 置 

附則第２項 

改正後の超過勤務の免除、子どもの看護等休暇及び子育て部分休暇に係る請

求等は、施行の日前においても行うことができる。 

 

２ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東京都条例第90

号）の一部を改正する条例 

「１」及び「３」と同様の改正を行う。（ただし、週休日に関する改正を除く。） 
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３ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東京都条

例第81号）の一部を改正する条例 

   地方公務員法の一部を改正する法律の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 内           容 

附則第２条 【法改正による項ずれに伴う規定整備】 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第６条

第１項又は第２項（同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により採用された職員※は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなす。 

 → 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第６条

第１項又は第２項（同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により採用された職員※は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなす。 

   ※暫定再任用短時間勤務職員 

   ＜参考＞法改正前の同法第９条３項の規定 

県費負担教職員に係る読み替えの規定 

施 行 期 日 

附則 

令和７年４月１日 

 

 

【参考】一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第72号）により、

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）を一部改正 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号） 

附則第９条 

 ２ 暫定再任用職員（附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第

一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項までの規定により採用された職員をいう。第七

項において同じ。）に対する附則第十四条の規定による改正後のへき地教育振興法（昭和二十九

年法律第百四十三号）第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、

「第二項、地方公務員法の一部を改正する法律（令和三年法律第六十三号）附則第四条第一項若

しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項若しくは第七条第一

項から第四項まで」とする。 → 削除 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第三十七条第

一項に規定する県費負担教職員に対する附則第四条及び第六条の規定の適用については、附則第

四条第一項及び第二項並びに第六条第一項及び第二項中「当該任命権者の属する地方公共団体」

とあるのは「市町村」と、「採用しようとする」とあるのは「採用しようとする当該市町村を包

括する都道府県の区域内の市町村の」とする。 → ２項に項ずれ 
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４ 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東京都条例第80

号）の一部を改正する条例 

５ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する

条例（令和４年東京都条例第82号）の一部を改正する条例 

６ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例（令和４年東京都条例第92号）の一部を改正する条例 

７ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一

部を改正する条例 

８ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東京都条例

第74号）の一部を改正する条例 

「３」と同様の改正を行う。 
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９ 職員の懲戒に関する条例及び職員の懲戒に関する条例の一部を改正する

条例（令和４年東京都条例第79号）の一部を改正する条例 

  在宅勤務等手当の新設及び地方公務員法の一部を改正する法律の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 内           容 

第３条第２項 【在宅勤務等手当の新設に伴う規定整備】 

非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する減給は、１日

以上６月以下の範囲で報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条

例第75号)第12条に規定する通勤手当に相当する額及び同条例第15に規定す

る超過勤務手当に相当する額を除く。)の５分の１以下を減ずるものとす

る。 

→ 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する減給は、１日

以上６月以下の範囲で報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和 26年東京都

条例第 75号)第 12条に規定する通勤手当に相当する額、同条例第 12条の３

に規定する在宅勤務等手当に相当する額及び同条例第 15に規定する超過勤

務手当に相当する額を除く。)の５分の１以下を減ずるものとする。   

附則第２条  【法改正による項ずれに伴う規定整備】 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第６条

第１項又は第２項（同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなす。 

 → 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）附則第６条

第１項又は第２項（同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなす。  

施行期日 

附則 

令和７年４月１日 
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10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   令和６年の人事委員会勧告等に伴い、所要の改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

給 料 

第２条 

【在宅勤務等手当の新設に伴う規定整備】 

給料の定義から在宅勤務等手当を除く 

扶 養 手 当 

第 10条 

第２項第１号から 

   第６号まで 

第３項第１号 

   第２号 

（子を第１号に） 

第４項 

 

 

 

 

第５項（新設） 

第 11条（削除） 

 

【扶養手当の見直し：勧告どおり】 

〇 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方に係る手当の廃止とそれに

伴う文言整備（第１号を削除し、第２号から第６号を第１号から第５号に

繰上げ） 

〇 扶養親族たる子に係る扶養手当の金額を、9,000円から 13,000円に引

上げ 

区分 現行 
制度完成時 

（令和８年４月１日） 

配偶者又はパートナーシ

ップ関係の相手方 
6,000円 廃止 

子 9,000円 13,000円 

 

〇 扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他支給に関し必要な事項

は、条例ではなく規則で定めることとする。（国と同様の対応） 

住 居 手 当 

第 11条の３ 

第１項第２号 

【扶養手当の見直しに伴う文言整備】 

扶養手当の規定上で「パートナーシップ関係の相手方」に係る文言が削除さ

れるため、住居手当の規定上で定義 
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通 勤 手 当 

第 12条 

第３項第１号 

    

   

 第２号 

 

 

 

 

 

 

   第３号 

 

 

第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 

 
 

第６項（新設） 

 

 

 

 

 

第７項 

第８項 

【通勤手当の見直し：勧告どおり】 

 

〇 １箇月当たりの通勤手当の支給上限額を運賃等相当額 55,000円＋新幹

線鉄道等の特別料金等 20,000円から、150,000円の範囲内で全額支給へ改

正することに伴う文言整備 

〇 在宅勤務等手当の新設に伴い、在宅勤務等手当その他これに相当する手

当を支給される職員のうち、交通用具を使用する者の通勤手当の額につい

ては、その額から、その額に人事委員会が定める割合※を乗じて得た額を

減じた額を支給 

 

 

 

 

〇 １箇月当たりの通勤手当の支給上限額を運賃等相当額 55,000円＋新幹

線鉄道等の特別料金等 20,000円から、150,000円の範囲内で全額支給へ改

正することに伴う文言整備 

 〇 新幹線鉄道等に係る通勤手当の要件のうち、対象とする新幹線鉄道等の

利用を、人事委員会規則で定める基準※に照らして通勤事情の改善に相当

程度資するものであると認められるものに限る取扱いを廃止 

 

 

 

 

 

 〇 新幹線鉄道等の特別料金等の額の支給を、２分の１相当額（上限 20,000

円）から支給上限額 150,000円の範囲内で全額支給へ改正することに伴う

文言整備 

〇 採用時から新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を可能とする改正及び任

用の事情等を考慮して規則で定める職員に新幹線鉄道等に係る通勤手当の

支給を可能とする改正に伴う文言整備 

 〇 １箇月当たりの通勤手当の支給上限額を運賃等相当額 55,000円＋新幹

線鉄道等の特別料金等 20,000円から 150,000円の範囲内で全額支給へ引

き上げることに伴い、この額が上限額を超える職員の通勤手当の額は

150,000円に支給月数を乗じて得た額とする旨規定 

 

【文言整備】 

第６項新設による項ずれ整備 

〇 「第６項」→ 「第７項」 

〇 「第７項」→ 「第８項」 

単身赴任手当 

第 12条の２ 

【支給対象職員の見直し：勧告どおり】 

単身赴任手当の支給対象職員に、新規採用職員を加える。 

  

＜参考＞職員の通勤手当に関する規則（抜粋） 

第八条の二 

２ 条例第十二条第三項第二号及び学校職員の条例第十四条第三項第

二号に規定する人事委員会が定める割合は、百分の五十とする。 

＜参考＞職員の通勤手当に関する規則（抜粋） 

(新幹線鉄道等の利用の基準) 

第十二条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に

規定する人事委員会が定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通

勤時間が三十分以上短縮されることとする。 

8



在宅勤務等手

当 

第 12条の３ 

（新設） 

第１項（新設） 

第２項（新設） 

第３項（新設） 

【在宅勤務等手当の新設：勧告どおり】 

〇 住居その他これに準ずるものとして人事委員会の承認を得て東京都規

則で定める場所において、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間

その他人事委員会の承認を得て東京都規則で定める時間を除く。）の全部

を勤務することを、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める期間以

上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員に支給 

〇 月額 3,000円 

〇 支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則へ委任 

管理職員特別

勤務手当 

第 18条の３ 

第１項 

 

 

第２項 

 

 

 

 

 

 

第３項第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 

 

イ（新設） 

ロ（新設） 

 

【文言整備】 

 

・ 「勤務した」→ 「勤務をした」 

・ 「指定し」→ 「指定し、」 

・ 「勤務しなかった」→「勤務をしなかった」 

  

【平日深夜の勤務に対する支給に係る見直し】 

 現行 改正後 

対象職員 管理職員 管理職員、指定職 

対象時間 

週休日又は休日以外の日の 

午前０時から午前５時までの

正規の勤務時間以外の時間 

午後10時から翌日の午前５時

までの間（週休日又は休日に

含まれる時間を除く。）であっ

て正規の勤務時間以外の時間 

 

〇 勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務（規則で規定）の対

象拡大 

 現行 改正後 

対象 ・第１項：週休日又は休日 

・第１項：週休日又は休日 

・第２項：午後10時から翌日

の午前５時までの間（週休日

又は休日に含まれる時間を除

く。）であって正規の勤務時間

以外の時間 

 

〇 指定職給料表の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる

ものとして規則で定める職員については、管理職員に支給される最高額

に 150/100 を乗じて得た額とする（新設） 

 

〇 平日深夜の勤務に係る指定職への適用拡大に伴い、指定職給料表の適

用を受ける職員に対する額を規定 

 イ：【管理職員】6,000 円を超えない範囲内において規則で定める 

ロ：【指定職】イで定める額の最高額に 150/100 を乗じて得た額 
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休職者の給与 

第 19条の２ 

 

【文言整備】 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号） 

→ 地方公務員の育児休業等に関する法律 

地方公務員の育児休業等に関する法律は、第６条の２ですでに記載がある

ため、法律番号を削除 

特定職員につ

いての適用除

外 

第 21条の３ 

【扶養手当の見直しに伴う文言整備】 

第 11条が削除されることによる文言整備 

施 行 期 日 

附則第１条 

令和７年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２条 

 

 

 

 

 

 

附則第３条 

【扶養手当の見直しに係る経過措置：勧告どおり】 

区分 
経過措置 

（令和８年３月 31日まで） 

配偶者又はパートナーシ

ップ関係の相手方 
 3,000円※ 

子 11,500円 

※行㈠四級相当職員には支給しない。 

【通勤手当及び単身赴任手当の見直しに係る経過措置】 

施行日前に給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

11 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

「10」と同様の改正を行う。 
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12 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

令和６年の人事委員会勧告等に伴い、所要の改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

給与に関する

特例 

第４条第４項（削

除） 

   第５項 

   から 

   第７項 

【特定任期付職員業績手当の廃止：勧告どおり】 

特定任期付職員業績手当に係る記載の削除 

 

〇 業績手当の廃止に伴う項ずれ整備 

・ 「第５項」→ 「第４項」 

・ 「第６項」→ 「第５項」 

・ 「第７項」→ 「第６項」 

 

特定任期付職

員に対する給

与条例等の規

定の適用 

第５条第１項 

   第２項 

 

 

 

 

 

 

【特定任期付職員業績手当の廃止及び給与条例等の改正（管理職員特別勤務

手当）に伴う文言整備】 

特定任期付職員業績手当の廃止及び給与条例並びに学校職員給与条例の管

理職員特別勤務手当の改正に伴う文言整備 

【期末手当の支給割合の改正：勧告どおり】 

（参考）    （単位：月分） 

現行 改正後 

1.90 0.80 

【勤勉手当の支給：勧告どおり】 

（参考）    （単位：月分） 

支給月数 

1.125 
 

給与条例等の

適用除外 

第６条 

【勤勉手当の支給及び給与条例等の改正（扶養手当）に伴う文言整備】 

勤勉手当の支給及び給与条例並びに学校職員給与条例の扶養手当に係る条

文の削除に伴う文言整備 

人事委員会規

則への委任 

第７条 

【特定任期付職員業績手当廃止に伴う文言整備】 

特定任期付職員業績手当に係る記載の削除 

施 行 期 日 等 

附則 

令和７年４月１日 

 

13 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例 

「12」と同様の改正を行う（特定任期付職員業績手当、期末手当及び勤勉手当に係る改正を除く）。 
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14 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

   小笠原業務手当の支給期限の延長のため、改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

小笠原業務手

当に関する措

置 

本体附則第６項 

【時限期間延長】 

令和７年３月31日まで → 令和10年３月31日まで  

（具体の期限は人事委員会の承認を得て規則で定める） 

 

 

 

 

施 行 期 日 

附則第１項 

公布の日（令和７年３月 31日予定） 

15 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

16 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

「14」と同様の改正を行う。 

  

＜参考＞小笠原業務手当 

小笠原諸島に所在する都の機関の業務に従事したときに支給 

・ 交通アクセスの制約から事業の進行管理等に一定の制約が存在す

るなど、勤務の特殊性が存在するため支給 

・ １日につき 700円を超えない範囲内で支給（国も同様） 

12



17 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

   手当の支給職場の廃止等に伴い、所要の改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

放射線取扱手当 

第２条第18号 

第19号 

第20号(削除) 

 

第20条 

第21条 

第22条（削除） 

 

第28条第１項 

【放射線取扱手当の廃止に伴う規定整備】 

〇「十八及び十九 削除」→「十八から二十 削除」 

   

 

  

 〇「第二十条及び第二十一条 削除」 

→「第二十条から第二十二条 削除」 

 

 

 〇「第二十二条から第二十四条まで」→「第二十三条、第二十四条」 

深夜特殊業務手当 

第 14条第２項 

【手当上限額の改正】 

「670円」→「730円」 

小笠原業務手当に

関する措置 

本体附則第３項 

【時限期間延長】 

令和７年３月31日まで → 令和10年３月31日まで  

（具体の期限は人事委員会の承認を得て規則で定める） 

 

 

 

 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年４月１日 

ただし、小笠原業務手当に関する措置の改正規定は、公布の日（令和

７年３月 31日予定）。 

経 過 措 置 

附則第２項 

第３項 

〇 施行日前に従事した業務について、施行日以後に支給する場合 

 → 従前の例による。 

〇 二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適

用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前に例によ

る。 

 

  

＜参考＞小笠原業務手当 

小笠原諸島に所在する都の機関の業務に従事したときに支給 

・ 交通アクセスの制約から事業の進行管理等に一定の制約が存在す

るなど、勤務の特殊性が存在するため支給 

・ １日につき 700円を超えない範囲内で支給（国も同様） 
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18 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

   社会情勢の変化に伴い、所要の改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

用 語 の 意 義 

第２条 

第１項第１号 

第４号 

第６号 

第７号 

第10号（新設） 

 

第２項 

第３項（削除） 

 

 

〇 「指定職の職務」→「指定職職員」等 

〇 出張について、自宅等から出発する場合を規定 

〇 帰住について、家族の扶養要件の改正に伴い、扶養親族を除外 

〇 家族について、扶養要件を改め、職員と生計を一にするものと

規定 

〇 旅行者に対する旅費の支給に代えて、都から直接、旅費に相当

する金額を支払うことができる者として、旅行役務提供者を規定 

〇 「級の職務」→「職務の級」等 

〇 「何々地」及び「近接地」の廃止に伴い削除 

旅 費 の 支 給 

第３条第２項 

第２項第８号 

 
 

第５項 

 

 

 

 

第６項 

 

 
 

第７項 

 

〇 旅費の支給対象に職員の子を追加 

〇 外国在勤の職員の配偶者が、外国旅行中に死亡した場合に当該

職員に支給する旅費について、職員の子が死亡した場合を要件に

追加し、外国旅行の要件を人事委員会規則に委任 

〇 旅費の損失補償を受けることができる者について、家族の扶養

要件の改正に伴い、扶養親族を除外 

〇 旅費の損失補償について、旅行命令等の変更を受けた場合を要

件に追加し、その他の要件を人事委員会規則に委任 

〇 旅費の損失補償について、支出を要する金額で任命権者が定め

るものを支給できるよう規定 

〇 旅費を喪失した場合の旅費の支給について、交通機関の事故又

はやむを得ない事情を除き、その他の事情を人事委員会規則に委

任 

〇 旅費を喪失した場合の旅費の支給について、任命権者が定める

金額を支給できるよう規定 

〇 旅行役務提供者に対し、都から直接、旅費に相当する金額を支

払うことができる旨を規定 

旅 行 命 令 等 

第４条 

第４条第３項 

 

 

第４項 

第６項（削除） 

 

〇 旅行命令等を発する者について、任命権者を除外 

〇 旅行命令等の変更について、旅行命令等を取消した場合を除外 

〇 「第五条第一項」→「次条第一項」等 

 

〇 「その変更をする」→「これを変更する」等 

〇 旅行命令簿等の記載事項等は任命権者が定める旨を削除 
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旅行命令等に従わない

旅行 

第５条第１項 

第２項 

 

 

〇 「変更された」→「変更を受けた」等 

〇 「すみやかに」→「速やかに」等 

旅 費 の 計 算 

第６条 

〇 旅費は実費弁償であり、条例で定める種目及び内容に基づき、

最も経済的な通常の経路及び方法によって計算する旨を規定 

旅費の請求及び精算 

第７条第１項 

第５項 

 

〇 旅費に相当する金額を請求する者として、旅行役務提供者を追

加 

〇 任命権者が定める事項から様式を除外 

旅費の種目及び内容 

第８条 

〇 旅費の種目を以下のとおり規定 

鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、 

宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費、死亡手

当 

〇 旅費の内容は第２章（第８条から第 20条まで）に規定 

鉄 道 賃 

第９条第１項 

   第２項 

〇 近接地の区分を廃止し、現行の近接地外旅行のとおりに支給 

〇 内国旅行における運賃の額の上限をそれぞれ規定 

（５級以下の者：最下級、指定職職員：最上級） 

〇 内国旅行における急行料金及び座席指定料金に係る距離制限を

廃止 

船 賃 

第10条第１項 

   第２項 

〇 近接地の区分を廃止し、現行の近接地外旅行のとおりに支給 

航 空 賃 

第11条第１項 

   第２項 

〇 近接地の区分を廃止し、現行の近接地外旅行のとおりに支給 

〇 内国旅行における運賃の額の上限を最下級に規定 

その他の交通費 

第12条第１項 

   第２項 

〇 路線バス、タクシー料金及びレンタカー賃料等を新たにその他

の交通費として規定 

宿 泊 費 

第13条第１項 

   第２項 

〇 定額支給方式から実費支給方式（上限付き）に変更 

〇 上限となる宿泊費基準額は、「国家公務員等の旅費支給規程」

において規定されている宿泊費基準額とする 

〇 宿泊費基準額によらず、当該宿泊に要する費用の額を支給する

特別な事情について、人事委員会規則に委任 
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包 括 宿 泊 費 

第14条（新設） 

〇 パック旅行に充てる旅費として新設 

〇 交通費及び宿泊費基準額の合計額の範囲内の実費額を支給 

宿 泊 手 当 

第15条 

〇 宿泊に伴う諸雑費（夕朝食代を含む）に充てるための費用を支

給 

〇 宿泊手当の額は、「国家公務員等の旅費支給規程」において規

定されている宿泊手当の額とする 

転 居 費 

第16条第１項 

   第２項 

〇 新旧の居住地間の実費支給方式に変更 

〇 外国旅行においては、別表第一に定める容積又は重量の範囲内

において算定した額とする 

〇 複数の運送業者に見積り（外国旅行の場合は、一定の容積等の

範囲内において見積り）をさせ（複数の見積りをさせることがで

きない特別な事情がある場合を除く）、最も経済的なものを選択

するときは、当該引越し費用を転居費の額として算定 

〇 宅配便等を利用する場合は、当該利用に要する実費額を支給 

着 後 滞 在 費 

第17条 

〇 内国旅行の場合は５夜分、外国旅行の場合は 10夜分を上限と

して、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相

当する額を支給 

家 族 移 転 費 

第18条第１項 

   第２項 

〇 支給対象の扶養要件を改め、同居する家族（赴任を命ぜられた

日において同居している者に限る）に支給 

〇 現に支払った交通費及び着後滞在費相当額等について、職員に

支給する額を上限に家族分を支給 

渡 航 雑 費 

第19条 

〇 その他外国旅行に必要なもの（保険料及び渡航時に必要な携行

品の購入等に係る費用等）を支給対象に追加 

死 亡 手 当 

第20条 

〇 職員の子が死亡した場合を支給対象に追加 

退職者等の旅費 

第21条第１項 

   第２項 

   第３項 

   第４項 

〇 退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の

例に準じて計算した旅費を支給 

遺 族 等 の 旅 費 

第22条 

〇 職員が出張・赴任中に死亡した場合、死亡地から遺族の居住地

までの往復の交通費等を支給 
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旅費の支給額の上限 

第23条第１項（新設） 

   第２項（新設） 

〇 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（第十二条ただし書

に規定する場合を除く。）（家族移転費のうちこれらに相当する部

分を含む。）に係る旅費の支給額は、最も経済的な通常の経路及

び方法により旅行した場合によって計算した額と現に支払った額

を比較し、各費用のいずれか少ない額を合計した額を上限 

〇 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当す

る部分を除く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、それぞれ規定する額

と現に支払った額を比較し、各費用のいずれか少ない額を合計し

た額を上限 

旅 費 の 調 整 

第24条第１項 

〇 旅費の減額調整の要件について、旅行者が都以外の者から旅費

の支給を受ける場合を追加 

旅 費 の 返 納 

第26条第１項（新設） 

   第２項（新設） 

   第３項（新設） 

〇 旅行者又は旅行役務提供者が条例又は人事委員会規則の規定に

違反して旅費又は旅費に相当する金額の支給を受けた場合に、当

該旅費の返納を求めるよう規定 

〇 上記に該当する場合、当該旅行者に対して支払う給与又は旅費

の額から、返納が必要な金額に相当する額を差し引くことができ

る旨を規定 

〇 差し引くことができる給与の種類は、任命権者が定める 

委 任 

第27条 

〇 「この条例に定めがあるもののほか、この条例の規定による旅

費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、任命

権者が定める。」 

附 則 

第４項（削除） 

〇 外国旅行の特例として旅費の調整を要する区域としていた、人

事委員会が定める地域（北方四島）への旅行についての規定を削

除 

別 表 第 １ 

（新設） 

【外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限（第 16条関係）】 

区     分 上 限 

家財の運送単位を容

積により算出する場

合 

職員 9㎥  

配偶者又はパートナー

シップ関係の相手方 
9㎥  

子（一人につき） 1.5㎥  

家財の運送単位を重

量により算出する場

合 

職員 360㎏  

配偶者又はパートナー

シップ関係の相手方 
360㎏  

子（一人につき） 60㎏  
 

別 表 第 ２ 【死亡手当（第 20条関係）】 

区    分 死 亡 手 当 

全ての者 930,000円 
 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年４月１日 
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経 過 措 置 

附則第２項 

 

 

 

 

第３項 

 

 

 

第４項 

 

 

 

第５項 

〇 改正後の規定は、この条例の施行日以後に旅行命令権者が旅行

命令等を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が

旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。 

〇 施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以

後に旅行命令権者が当該旅行命令等を変更する旅行については、

改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間

に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の

期間に対応する分については、なお従前の例による。 

〇 改正後の第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職、失

職若しくは休職（以下この項において「退職等」という。）とな

った場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等と

なった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 

〇 改正後の第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定

する者が同条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給

を受けることができる場合について適用し、改正前の第３条第１

項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることがで

きる場合については、なお従前の例による。 

〇 改正後の第 26条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく人

事委員会規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について

適用する。 
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19 非常勤職員の報酬等に関する条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東京都条例第76号）の

一部を改正する条例 

   職員の旅費に関する条例等の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

費 用 弁 償 

第４条第２項 

  

【職員の旅費に関する条例の改正に伴う規定整備】 

「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」 

→「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」 

報 酬 の 額 

別表１備考 

費 用 弁 償 

別表３備考 

【在宅勤務等手当導入に伴う規定整備】 

「及び」→「、給与条例第 12条の３に規定する在宅勤務等手当に相当

する報酬の額及び」 

※     ※別表内の報酬の額に含まない報酬（通勤手当、超勤手当）に、在宅勤

務等   務等手当に相当する報酬の額を追加 

附 則 

第２項 

【法改正による項ずれに伴う規定整備】 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第

６条第１項又は第２項（同法附則第９条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により採用された職員※は、この条例

による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例第１条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。 

 → 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第

６条第１項又は第２項（同法附則第９条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により採用された職員は、この条例に

よる改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

第１条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。 

   ※暫定再任用短時間勤務職員 

   ＜参考＞法改正前の同法第９条３項の規定 

県費負担教職員に係る読み替えの規定 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

改正後の第４条第２項及び別表第３の規定は、この条例の施行の日以

後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお

従前の例による。 
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20 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

   子育て部分休暇の導入等に伴い、所用の改正を行う。 

項  目 
該当条文 内           容 

休 暇 の 付 与 

第５条 

第１項第５号（新設） 

第２項 

【子育て部分休暇の導入に伴う改正】 

「子育て部分休暇」を追加 

 【育児・介護休業法の改正に伴う子どもの看護休暇の見直し】 

   「子どもの看護休暇」 

→「子どもの看護等休暇」 

報 酬 の 減 額 

第７条第１項 

 

【育児・介護休業法の改正に伴う子どもの看護休暇の見直し】 

  報酬を減額する休暇の規定について、休暇名称を改正 

「子どもの看護休暇」 

→「子どもの看護等休暇」 

費 用 弁 償 

第８条第２項 

 

【職員の旅費に関する条例の改正に伴う規定整備】 

「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」 

→「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和７年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

改正後の第８条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に出発す

る旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例

による。 
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６議事第３９９号  

令和７年２月１２日  

 東京都人事委員会委員長 

     中 西  充  殿 

 

                             東京都議会議長 

増 子 ひ ろ き 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について（照会） 

 

 令和７年第１回定例会に提出のため、知事から送付された下記議案について、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第５条第２項の規定により、貴委員会の意見を求めます。 

 

記 

 

１ 第 ３０ 号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第 ３１ 号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第 ３２ 号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を

改正する条例 

４ 第 ３３ 号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

５ 第 ３５ 号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一 

          部を改正する条例 

６ 第 ４０ 号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

７ 第 ４１ 号議案 非常勤職員の報酬等に関する条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期 

          末手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

８ 第 ４２ 号議案 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

９ 第 ４３ 号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

10 第 ４４ 号議案 職員の懲戒に関する条例及び職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例 

11 第 ４５ 号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

12 第 ４６ 号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

13 第 ４７ 号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する 

          条例の一部を改正する条例 

14 第 ６９ 号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、    

          休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

15 第 ７２ 号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

16 第 ７３ 号議案 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

17 第 ７４ 号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例 

18 第 ７５ 号議案 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

19 第 ７６ 号議案 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

20 第１１７号議案 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 
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～ 目 次 ～ 

 

１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（５頁） 

３ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（８頁） 

４ 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（９頁） 

５ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例（10頁） 

６ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例（11頁） 

７ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例（12頁） 

８ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（13頁） 

９ 職員の懲戒に関する条例及び職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（14頁） 

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（15頁） 

11 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（20頁） 

12 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（25頁） 

13 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（27頁） 

14 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（28頁） 

15 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（29頁） 

16 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（30頁） 

17 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 （31頁） 

18 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（33頁） 

19 非常勤職員の報酬等に関する条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例（47頁） 

20 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例（49頁） 
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１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（６頁） 

３ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（11頁） 

４ 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（12頁） 

５ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例（13頁） 

６ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例（14頁） 

７ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例（15頁） 

８ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（16頁） 

９ 職員の懲戒に関する条例及び職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（17頁） 

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（19頁） 

11 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（31頁） 

12 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（41頁） 

13 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（44頁） 

14 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（46頁） 

15 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（47頁） 

16 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（48頁） 

17 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 （49頁） 

18 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（51頁） 

19 非常勤職員の報酬等に関する条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例（97頁） 

20 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例（100頁） 
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地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以

下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
に
つ
い
て
当
該
承
認
を

受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た

短
時
間
勤
務
の
内
容
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
」
と
い
う
。
）
に

従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

（
週
休
日
） 

（
週
休
日
） 

第
四
条 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内

容
に
従
い
、
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
、
平
日
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の

と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日

に
加
え
て
、
平
日
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
一

第
四
条 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内

容
に
従
い
、
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
、
平
日
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の

と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日

に
加
え
て
、
平
日
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
一

2



  

 

日
に
限
り
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
、
平
日
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

日
に
限
り
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
、
平
日
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
五
条
か
ら
第
十
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
か
ら
第
十
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

第
十
条
の
二
の
二 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

を
養
育
す
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
超

過
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
避

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
の
必
要
が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
条
の
二
の
二 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
が
当

該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
運
営
に
支
障
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
第
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
超
過
勤
務
」
と
い
う
。
）
を

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由

に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
が
当

該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を

介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

第
十
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
休
暇
） 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の
他
の
特

別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇

（
以
下
「
特
別
休
暇
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
妊
娠
出

産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
早
期
流
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊

婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
子
ど
も
の
看

護
等
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
長
期
勤
続
休

暇
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の
他
の
特

別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇

（
以
下
「
特
別
休
暇
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
妊
娠
出

産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
早
期
流
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊

婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
子
ど
も
の
看

護
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
長
期
勤
続
休
暇
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 
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第
十
七
条
及
び
第
十
七
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
七
条
及
び
第
十
七
条
の
二 

（
略
） 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

 

第
十
七
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
九
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育

学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第
三
学
年
を
修
了

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
養
育
す
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
育
児
休
業
法
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職

員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務

運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤

務
し
な
い
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
子
育
て
部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）
を
承

認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

東
京
都
規
則
で
定
め
る
。 

（
新
設
） 

（
介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
） 

 

第
十
七
条
の
四 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者

が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き

は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請

求
又
は
申
請
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
当
該
職
員
の

意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す

る
年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

 

第
十
七
条
の
五 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
係
る
請
求
等

（
新
設
） 
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が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措

置 

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
） 

（
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）

の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤

務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩

時
間
を
除
き
、
一
週
間
に
つ
い
て
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の

内
容
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に

あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た
短
時
間
勤
務
の
内
容
。

以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
東
京
都
教
育

委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
。 

２ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以

下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
に
つ
い
て
当
該
承
認
を

受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た

短
時
間
勤
務
の
内
容
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
」
と
い
う
。
）
に

従
い
、
東
京
都
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
。 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

第
十
一
条
の
二
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
を
養
育
す
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
超

過
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

第
十
一
条
の
二
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員

が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
運
営
に
支
障
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
超
過
勤
務
」
と
い
う
。
）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事

由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

２ 

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
が
当

該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を

介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
六
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
休
暇
） 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
七
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の
他

の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

休
暇
（
以
下
「
特
別
休
暇
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
公
民
権
行
使
等
休
暇
、

妊
娠
出
産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
早
期
流
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診

休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、

子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季
休
暇
、

長
期
勤
続
休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
承
認
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の
他

の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

休
暇
（
以
下
「
特
別
休
暇
」
と
い
う
。）
と
し
て
、
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
妊

娠
出
産
休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
早
期
流
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休

暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
子

ど
も
の
看
護
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
長

期
勤
続
休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
承
認
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の
二 

（
略
） 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

 

第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
九
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学
校
、
義
務
教

育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第
三
学
年
を
修

了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
を
養
育
す
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
育
児
休
業
法
第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て

勤
務
し
な
い
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
子
育
て
部
分
休
暇
」
と
い
う
。
）
を

承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

（
新
設
） 
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教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

（
介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
） 

 

第
十
八
条
の
四 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出

た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度

又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」

と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
請
求
又
は
申
請
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
当
該
職

員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の

属
す
る
年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
新
設
） 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

 

第
十
八
条
の
五 

教
育
委
員
会
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
係
る
請

求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措

置 
（
新
設
） 

第
十
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

（
区
市
町
村
の
職
員
に
関
す
る
読
替
え
） 

（
区
市
町
村
の
職
員
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
二
十
条 

区
市
町
村
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
、
第
六
条
、
第
十

条
、
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
、

第
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第

第
二
十
条 
区
市
町
村
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
二
、
第
六
条
、
第
十

条
、
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
、

第
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
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十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一

項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四
及

び
第
十
八
条
の
五
の
規
定
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、「
区
市
町
村
教

育
委
員
会
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一

項
及
び
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、「
区

市
町
村
教
育
委
員
会
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

第
二
十
条
の
二
及
び
第
二
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
条
の
二
及
び
第
二
十
一
条 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
九
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
附 

則 
 
 
 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。 
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

附 

則 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
と
み
な
す
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
と
み
な
す
。 
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職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

附 

則 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
分
限
に
関
す

る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み

な
す
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
分
限
に
関
す

る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み

な
す
。 
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1
/1

 

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

附 

則 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
団
体
の
た
め
の

職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
す
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
団
体
の
た
め
の

職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
す
。 
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1
/1

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

附 

則 

附 

則 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

(

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置)

 

第
三
条 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
三
年
法
律
第
六
十
三

号)

附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
号
中
「
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る

職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員(

地
方
公
務
員
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号)

附
則
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。)

」

と
す
る
。 

(

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置)

 

第
三
条 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
三
年
法
律
第
六
十
三

号)

附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
号
中
「
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る

職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員(

地
方
公
務
員
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号)

附
則
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。)

」

と
す
る
。 
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
七
十
四
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

附 

則 

附 

則 

第
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

第
二
条 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十

三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に

対
す
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
号
中
「
者
」
と
あ
る
の
は
「
者
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
」
と
す
る
。 

第
二
条 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十

三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に

対
す
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
号
中
「
者
」
と
あ
る
の
は
「
者
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
」
と
す
る
。 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
八
十
四
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

（
第
一
条
関
係
） 

改
正
案 

現 

行 
第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
減
給
の
効
果
） 

（
減
給
の
効
果
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る

減
給
は
、
一
日
以
上
六
月
以
下
の
範
囲
で
報
酬
の
額
（
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す

る
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
額
、
同
条
例
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
在
宅
勤

務
等
手
当
に
相
当
す
る
額
及
び
同
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
手

当
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
の
五
分
の
一
以
下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る

減
給
は
、
一
日
以
上
六
月
以
下
の
範
囲
で
報
酬
の
額
（
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す

る
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
額
及
び
同
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
超
過
勤
務

手
当
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
の
五
分
の
一
以
下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
七
十
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

（
第
二
条
関
係
） 

改
正
案 

現
行 

附 
則 

 
 
 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。 
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
給
料
） 

（
給
料
） 

第
二
条 

給
料
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
に

規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
つ
て
、
こ
の

条
例
に
定
め
る
給
料
の
特
別
調
整
額
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地

域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、

特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

手
当
を
含
む
。
）、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
及
び
農

林
漁
業
普
及
指
導
手
当
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

給
料
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
に

規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
つ
て
、
こ
の

条
例
に
定
め
る
給
料
の
特
別
調
整
額
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地

域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特

地
勤
務
手
当
（
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。）、
超

過
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手

当
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
二
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
扶
養
手
当
） 

（
扶
養
手
当
） 

第
十
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
２ 

（
略
） 

（
削
る
） 
一 

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ

れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条

例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の

東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
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が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ

る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居

し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。） 

一
か
ら
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二
か
ら
六
ま
で 

（
略
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

一 

扶
養
親
族
た
る
子
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
た
る
子
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 
一
万
三
千
円 

（
新
設
） 

二 

扶
養
親
族
た
る
父
母
等
（
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

六
千
円
（
行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表

以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級

が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都

規
則
で
定
め
る
も
の
の
扶
養
親
族
た
る
父
母
等 
三
千
円
） 

一 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父

母
等
（
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。） 

六
千
円
（
行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職

員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外

の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
こ

れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則

で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
四
級
相
当
職
員
」
と
い
う
。
）
の
扶
養
親

族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父
母
等 

三

千
円
） 

（
削
る
） 

二 

扶
養
親
族
た
る
子
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
た
る
子
を
い

う
。
以
下
同
じ
。） 

九
千
円 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
で
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か

ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
四
千
円
に
当
該
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
で
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か

ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
以
下
「
特
定
期
間
に
あ
る
子
」
と
い
う
。
）
が
い
る
場
合
に
お

け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
千
円
に
当
該

特
定
期
間
に
あ
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
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加
算
し
た
額
と
す
る
。 

５ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給

額
の
改
定
そ
の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
。 

（
新
設
） 

第
十
一
条 
削
除 

第
十
一
条 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
又
は
職
員

に
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職

員
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合 

 

二 

扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合 

 

２ 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
そ
の
者
が
職
員
と
な
つ
た
日
、
扶
養
親
族
が
な
い
職
員
に
前

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
が
生
じ

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
離
職

し
、
ま
た
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
離
職
し
、
ま
た

は
死
亡
し
た
日
、
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
同
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
す
べ
て
に
つ
い
て
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
こ

れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を

も
つ
て
終
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過

し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う

も
の
と
す
る
。 
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３ 

扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月

の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定

す
る
。 

 

一 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

実
が
生
じ
た
場
合 

 

二 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
も
の
の
一
部
に
つ
い
て
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実
が

生
じ
た
場
合 

 

三 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父

母
等
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
行
㈠
四
級
相

当
職
員
が
行
㈠
四
級
相
当
職
員
以
外
の
も
の
と
な
つ
た
場
合 

 

四 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父

母
等
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
行
㈠
四
級
相

当
職
員
以
外
の
も
の
が
行
㈠
四
級
相
当
職
員
と
な
つ
た
場
合 

 

五 

扶
養
親
族
た
る
子
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
う

ち
特
定
期
間
に
あ
る
子
で
な
か
つ
た
も
の
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な

つ
た
場
合 

 
４ 

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場

合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
十
一
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

（
住
居
手
当
） 

（
住
居
手
当
） 

第
十
一
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
三 
（
略
） 
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一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一 

（
略
） 

 
二 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当

を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
世
帯
主
で
あ
る
も
の
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の

実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条

の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団

体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一

に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」

と
い
う
。）（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ

も
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

公
舎
等
で
東
京
都
規
則
で
定
め
る
も
の
に
居
住
す
る
職
員
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
満
三
十
四
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
者
で
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
居

住
す
る
た
め
の
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
五
千
円
以
上
の
家
賃
を
支

払
つ
て
い
る
も
の 

 

二 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当

を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
世
帯
主
で
あ
る
も
の
（
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
、
公
舎
等
で
東
京
都
規
則
で
定
め
る
も
の
に
居
住
す
る
職
員

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
満
三
十
四
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
五
千
円
以

上
の
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
２
及
び
３ 

（
略
） 

（
通
勤
手
当
） 

（
通
勤
手
当
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 
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一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の

額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。） 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の

額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。）。
た
だ
し
、
運

賃
等
相
当
額
を
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と

し
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
手
当
が
支
給
さ
れ
る
月
数
（
以
下

「
支
給
月
数
」
と
い
う
。）
で
除
し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る

と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

別
表
第
七
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

及
び
自
転
車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る

額
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
在
宅
勤
務
等
手
当
そ
の
他

こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
並
び
に
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り

の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

減
じ
た
額
）
に
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し

て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
手
当
が
支
給
さ
れ
る
月
数
（
以
下
「
支

給
月
数
」
と
い
う
。）
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

別
表
第
七
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

及
び
自
転
車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る

額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の

う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る

職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

三 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、

自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合

の
通
勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
等
の

事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め

る
額
の
合
計
額
、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
前
号
に
定
め
る
額 

 

三 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、

自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合

の
通
勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
等
の

事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め

る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円

を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）、
第

一
号
に
定
め
る
額
又
は
前
号
に
定
め
る
額 
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４ 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
通
勤
の
実

情
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

の
う
ち
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
住
居
を
含
む
。）
か
ら
の
通
勤
の

た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
（
次
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
利
用

に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等
相
当
額

の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の

額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。）
及
び
同
項
の

規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

４ 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
通
勤
の
実

情
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

の
う
ち
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
住
居
を
含
む
。）
か
ら
の
通
勤
の

た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
で
そ
の

利
用
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相

当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用

に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等
相
当

額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の

額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員

会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料

金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て

得
た
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得

た
額
）
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
は
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の

う
ち
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
適
用
の
直
前

の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
住
居

を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用

に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
任
用
の
事
情

等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
そ
の
他
前
項
の
規

定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
の

算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と

の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め

る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 
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６ 

運
賃
等
相
当
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

合
計
額
）
、
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新
幹

線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
を
そ
れ
ぞ
れ

支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通

勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
万
円
に
支
給
月
数

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

（
新
設
） 

７
及
び
８ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

６
及
び
７ 

（
略
） 

（
単
身
赴
任
手
当
） 

（
単
身
赴
任
手
当
） 

第
十
二
条
の
二 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
、
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
又
は
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
異
動
等
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
父
母
の
疾
病
そ
の
他

の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配

偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ

た
職
員
で
、
当
該
異
動
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
等
の
直
後
に
在
勤

す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で

定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身

で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す

る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
住
居
か

ら
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
東
京
都

規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
二
条
の
二 

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴

い
、
住
居
を
移
転
し
、
父
母
の
疾
病
そ
の
他
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
又
は
公
署

の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤

す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で

定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身

で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す

る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
住
居
か

ら
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
東
京
都

規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

 

第
十
二
条
の
三 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の

（
新
設
） 
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承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間

（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東

京
都
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い

て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務

等
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。 

 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
。 

 

第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
） 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
） 

第
十
八
条
の
三 

第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
又

は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の

他
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
休
日
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、

当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務

時
間
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
命
権
者
が
代
休
日
を
指
定

し
、
当
該
代
休
日
に
勤
務
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
は
支
給
し
な
い
。 

第
十
八
条
の
三 

第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
又

は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の

他
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
休
日
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当

該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時

間
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
命
権
者
が
代
休
日
を
指
定
し

当
該
代
休
日
に
勤
務
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は

支
給
し
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
災
害
へ
の

対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午

前
五
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
又
は
休
日
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）
で
あ

つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に

は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

指
定
す
る
職
員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ

り
週
休
日
又
は
休
日
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
で

あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に

は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。 
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３ 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時

間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
勤
務

を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
、
指

定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職

員
に
あ
つ
て
は
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

東
京
都
規
則
で
定
め
る
額
の
最
高
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

と
す
る
。 

３ 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
同
項

の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

一 

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
同
項

の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
当
該
勤
務
に
従
事
す

る
時
間
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ

つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

イ
及
び
ロ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ
及
び
ロ 

（
略
） 

二 

前
項
に
規
定
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
の

勤
務
一
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

  

イ 

第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員 
六
千
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都

規
則
で
定
め
る
額 

 

ロ 

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

イ
の
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
額
の
最
高
額
に
百
分
の
百
五
十
を

乗
じ
て
得
た
額 

二 

前
項
に
規
定
す
る
場
合 

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
六
千
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定

め
る
額 

 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 
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第
十
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

（
休
職
者
の
給
与
） 

（
休
職
者
の
給
与
） 

第
十
九
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
九
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
育
児
休
業
中
の
職
員
に
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
中
、
第
二
十
一
条

及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
給
与
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
給
与
は

支
給
し
な
い
。 

３ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
中
の
職
員
に
は
、
そ
の
育
児

休
業
の
期
間
中
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
給
与
を
除
く
ほ

か
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
給
与
は
支
給
し
な
い
。 

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
二
の
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
二
の
五
ま
で 

（
略
） 

（
特
定
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

（
特
定
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
二
十
一
条
の
三 

第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、

第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
二
の
規
定

は
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

第
二
十
一
条
の
三 

第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、

第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
二
の
規
定

は
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
十
条
、
第
十
一
条

の
三
及
び
次
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し

な
い
。 

３ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、

第
十
一
条
の
三
及
び
次
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に

は
適
用
し
な
い
。 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 

５ 

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
十
条
並
び
に
第
十
一

条
の
三
の
規
定
は
、
行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の

属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
職
員
及
び
公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
職
員
に
は
適
用

し
な
い
。 

５ 

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
並

び
に
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
職
員
及
び
公
安
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
職

員
に
は
適
用
し
な
い
。 
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６ 

第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
る
職
員
に
は
適
用

し
な
い
。 

６ 

第
十
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
医
療
職
給
料
表
㈠

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
る
職

員
に
は
適
用
し
な
い
。 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 
第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
給
料
） 

第
三
条 

給
料
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七

年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
に
規
定
す
る
正

規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
つ
て
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
管
理

職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単

身
赴
任
手
当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
へ
き
地
手
当
（
第
十
五
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
産
業
教
育
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、

超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
扶
養
手
当
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
削
る
） 

     

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
給
料
） 

第
三
条 

給
料
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七

年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
に
規
定
す
る
正

規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
つ
て
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
管
理

職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単

身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
へ
き
地
手
当
（
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
手
当
を
含
む
。）、
産
業
教
育
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休

日
給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
扶
養
手
当
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の

理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の

二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制

度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
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一
か
ら
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

扶
養
親
族
た
る
子
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
た
る
子
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
） 

一
万
三
千
円 

二 

扶
養
親
族
た
る
父
母
等
（
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。） 

六
千
円
（
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
扶
養
親
族
た
る
父
母

等 

三
千
円
） 

   

（
削
る
） 

 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
で
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十

二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
が
い
る
場

合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
千
円
に
当
該
期

間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額

に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

５ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の
改

定
そ
の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。） 

 

二
か
ら
六
ま
で 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

一 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父
母
等
（
前

項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。） 

六

千
円
（
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五

級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ

の
属
す
る
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
教
育
五
級
相
当
職
員
」
と
い
う
。）

の
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父
母
等 

三

千
円
） 

二 

扶
養
親
族
た
る
子
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
た
る
子
を
い
う
。
以
下
同

じ
。） 

九
千
円 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
で
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十

二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
以
下
「
特

定
期
間
に
あ
る
子
」
と
い
う
。）
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
千
円
に
当
該
特
定
期
間
に
あ
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た

額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

（
新
設
） 
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教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

第
十
三
条 

削
除 

                     

 

第
十
三
条 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
員
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合 

二 

扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合 

２ 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
そ
の
者
が
職
員
と
な
つ
た
日
、
扶
養
親
族
が
な
い
職
員
に
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
こ
れ

ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
扶
養
手

当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
離
職
し
、
ま
た
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
者
が
離
職
し
、
ま
た
は
死
亡
し
た
日
、
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族

で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
す
べ
て
に
つ
い
て
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
こ
れ
ら
の

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
る
。
た

だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ

に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出

を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。 

一 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
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第
十
三
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
住
居
手
当
） 

第
十
三
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ

れ
る
職
員
で
、
世
帯
主
で
あ
る
も
の
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京

都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京

都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方

た
場
合 

二 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

係
る
も
の
の
一
部
に
つ
い
て
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合 

三 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父
母
等
で
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
教
育
五
級
相
当
職
員
が
教
育
五
級

相
当
職
員
以
外
の
も
の
と
な
つ
た
場
合 

四 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、
父
母
等
で
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
教
育
五
級
相
当
職
員
以
外
の
も
の

が
教
育
五
級
相
当
職
員
と
な
つ
た
場
合 

五 

扶
養
親
族
た
る
子
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
う
ち
特
定
期

間
に
あ
る
子
で
な
か
つ
た
も
の
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な
つ
た
場
合 

４ 

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
け

る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
十
三
条
の
二 

（
略
） 

（
住
居
手
当
） 

第
十
三
条
の
三 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ

れ
る
職
員
で
、
世
帯
主
で
あ
る
も
の
（
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に

あ
つ
て
は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
公
舎
等
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
に
居
住
す
る
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
満
三
十
四
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
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公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る

も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。）（
配
偶
者
及

び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
満
十

八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
公
舎
等
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
居
住
す

る
職
員
を
除
く
。）
の
う
ち
、
満
三
十
四
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が

居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
五
千
円
以
上
の
家
賃
を
支
払
つ
て

い
る
も
の 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
通
勤
手
当
） 

第
十
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額

（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。）  

   

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

別
表
第
三
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び
自
転

車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
額
（
第
十
四
条
の
三
第

最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
五
千
円
以
上
の

家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の 

       

２
及
び
３ 

（
略
） 

（
通
勤
手
当
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額

（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。）。
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を
支
給
対
象
期

間
に
つ
き
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
手

当
が
支
給
さ
れ
る
月
数
（
以
下
「
支
給
月
数
」
と
い
う
。）
で
除
し
て
得
た
額
が
五

万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

別
表
第
三
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び
自
転

車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
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一
項
の
規
定
に
基
づ
く
在
宅
勤
務
等
手
当
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
並
び
に
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
減
じ
た
額
）
に
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し

て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
手
当
が
支
給
さ
れ
る
月
数
（
以
下
「
支
給
月
数
」

と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額 

三 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
転
車
等

を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
、
交
通
機

関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
の

定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は

前
号
に
定
め
る
額 

 ４ 

学
校
（
都
立
学
校
並
び
に
区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中

等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
共
同
調
理
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。）
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
通
勤
の
実

情
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
当

該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事

委
員
会
が
定
め
る
住
居
を
含
む
。）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急

行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と

い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の

額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得

た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の

時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回

数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額

に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
に
支
給
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額 

    

三 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
転
車
等

を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
、
交
通
機

関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
の

定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除

し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ

て
得
た
額
）、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
前
号
に
定
め
る
額 

４ 

学
校
（
都
立
学
校
並
び
に
区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中

等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
共
同
調
理
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。）
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
通
勤
の
実

情
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
当

該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事

委
員
会
が
定
め
る
住
居
を
含
む
。）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急

行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
照
ら

し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利

用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等

相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
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額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す

る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
合

計
額
と
す
る
。 

 

５ 

前
項
の
規
定
は
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
第

一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
適
用
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
住
居
を
含
む
。）
か
ら
の
通
勤
の
た

め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
も
の
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
に
限

る
。
）
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額

の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

運
賃
等
相
当
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）、

第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
の

合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
十
五
万
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

７
及
び
８ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
単
身
赴
任
手
当
） 

第
十
四
条
の
二 

学
校
を
異
に
す
る
異
動
、
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
又
は
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
等
」
と
い

う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
父
母
の
疾
病
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

下
同
じ
。）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
出
し
た
そ
の
者
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
に
支

給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
の
通
勤
手
当

の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

     

（
新
設
） 

    
６
及
び
７ 

（
略
） 

（
単
身
赴
任
手
当
） 

第
十
四
条
の
二 

学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
学
校
の
移
転
に
伴
い
、
住
居

を
移
転
し
、
父
母
の
疾
病
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
別
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る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
等
の
直
前
の
住
居

か
ら
当
該
異
動
等
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考

慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当
を

支
給
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
住
居
か
ら

在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

第
十
四
条
の
三 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤

務
し
な
い
時
間
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時

間
を
除
く
。）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員

会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て

命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

第
十
五
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二 

第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る

居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら

当
該
異
動
又
は
学
校
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距

離
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴

任
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の

住
居
か
ら
在
勤
す
る
学
校
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

（
新
設
） 

         

第
十
五
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二 

第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
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職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
休

日
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す

る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
代

休
日
を
指
定
し
、
当
該
代
休
日
に
勤
務
を
し
な
か
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当

の
支
給
を
受
け
る
職
員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
又
は
休
日
に
含
ま
れ
る
時
間

を
除
く
。）
で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該

職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。 

３ 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を
考
慮
し
て
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て

は
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

一 

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合 

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
一
万
二
千
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

額 

  

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
休
職
者
等
の
給
与
） 

第
二
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児

職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
休

日
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
代
休
日

を
指
定
し
当
該
代
休
日
に
勤
務
し
な
か
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当

の
支
給
を
受
け
る
職
員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り

週
休
日
又
は
休
日
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
つ
て
正
規

の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
を
支
給
す
る
。 

３ 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

   

一 

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合 

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
一
万
二
千
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

額
（
当
該
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤

務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

 

二 

（
略
） 

４ 
（
略
） 

（
休
職
者
等
の
給
与
） 

第
二
十
二
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
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休
業
中
の
職
員
に
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
中
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の

二
の
給
与
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
給
与
は
支
給
し
な
い
。 

 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
定
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
二
十
四
条
の
四 
（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

第
八
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の

三
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
五
及
び
第
二
十
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
中
の
職
員
に
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
中
、
第
二

十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
給
与
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
給
与
は

支
給
し
な
い
。 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
特
定
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
二
十
四
条
の
四 

（
略
） 

２ 

第
八
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第

十
三
条
の
三
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

（
略
） 

第
二
十
四
条
の
五
及
び
第
二
十
五
条 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
給
与
に
関
す
る
特
例
） 

（
給
与
に
関
す
る
特
例
） 

第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

（
削
る
） 

４ 

任
命
権
者
は
、
特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
、
特
に
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
と

認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
を
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
と
し
て
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

５ 

（
略
） 

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
格
付
け
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月

額
の
決
定
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
格
付
け
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

の
決
定
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
支
給
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

７ 

（
略
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
三
条
、
第
六
条
の
二
、
第
十

八
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員

採
用
条
例
」
と
い
う
。）
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
中
「
第
五
条
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第

六
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、

第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十

一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
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か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
指

定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は

特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
こ
の
条

例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条

に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
中
「
第
五
条
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職

員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同

条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任

期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及

び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、「
こ
の
条
例
に
定
め

る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す

る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
百
九
十
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員

及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第

五
条
、
第
八
条
の
二
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
五
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
東
京
都
の

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四

年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。）

第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
八
条
の
二
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用

条
例
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項

中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付

職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
職
員
」

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第

三
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
八
条
の
二
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一

条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項

及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項

中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手

当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す

る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採

用
条
例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条
中

「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条

の
規
定
」
と
、
第
八
条
の
二
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
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と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
二

条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の

条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第

二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
第
二
十
四

条
の
二
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
二
・

五
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特

定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

給
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支

給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第

二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

四
条
」
と
、「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職

員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
九
十
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中

「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
） 

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
） 

第
六
条 

給
与
条
例
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
一

条
の
三
の
規
定
並
び
に
学
校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十

一
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、

特
定
任
期
付
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

第
六
条 

給
与
条
例
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一

条
の
三
及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
学
校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
か

ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
三
条
の
三
、
第
二
十

四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
適
用
し

な
い
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

第
七
条 

第
二
条
各
項
及
び
第
二
条
の
二
各
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
職

員
を
採
用
す
る
場
合
に
お
け
る
公
正
の
確
保
の
基
準
及
び
採
用
の
手
続
並
び
に

任
期
の
更
新
及
び
退
職
に
関
す
る
手
続
並
び
に
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
職
務
の
級
、
給
料
月
額
及
び
昇
給
の
特
例
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

第
七
条 

第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
各
項
及
び
第
二
条

の
二
各
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に
お
け
る
公

正
の
確
保
の
基
準
及
び
採
用
の
手
続
並
び
に
任
期
の
更
新
及
び
退
職
に
関
す
る

手
続
並
び
に
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
職
務

の
級
、
給
料
月
額
及
び
昇
給
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
。 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条

例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び

に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中

「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び

に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
採
用

条
例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ

の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の

規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
中
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
の
二
並

び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る

の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」

と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
第
一
号
任
期
付
研
究

員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と

あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条

例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第

二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農

林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東

京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条

例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の

条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
中
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
の
二
並
び

に
前
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の

は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条

の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条

例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
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と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百

八
十
二
・
五
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職

員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
す
る
。 

二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
八
十
二
・
五
」
と
、

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期

付
研
究
員
」
と
す
る
。 

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
） 

第
九
条 

給
与
条
例
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条

の
三
及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号

任
期
付
研
究
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

（
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
） 

第
九
条 

給
与
条
例
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一

条
の
三
及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二

号
任
期
付
研
究
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

第
十
条
及
び
第
十
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
条
及
び
第
十
一
条 

（
略
） 
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

 

附 

則 

１
か
ら
５
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
） 

６ 

第
四
十
条
の
規
定
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

第
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

１
か
ら
５
ま
で 

（
略
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
） 

６ 

第
四
十
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 
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東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
二
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
改 

正 

案 

現 
 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

附 
則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
） 

３ 

第
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

第
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

 
 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
略
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
） 

３ 

第
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 
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学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
二
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

附 
則 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１
及
び
２ 

（
略
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
） 

３ 

第
十
九
条
の
規
定
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委

員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を

失
う
。 

３ 

第
十
九
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委

員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を

失
う
。 
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警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
十
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

十
八
か
ら
二
十
ま
で 
削
除 

 

二
十
一
か
ら
二
十
四
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
深
夜
特
殊
業
務
手
当
） 

第
十
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
七
百
三
十
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
。 

第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

削
除 

     

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
支
給
方
法
） 

第
二
十
八
条 

職
員
が
同
一
の
日
に
お
い
て
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
一

第
一
条 

（
略
） 

（
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
か
ら
十
七
ま
で 

（
略
） 

十
八
及
び
十
九 

削
除 

二
十 

放
射
線
取
扱
手
当 

二
十
一
か
ら
二
十
四
ま
で 

（
略
） 

第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
深
夜
特
殊
業
務
手
当
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
六
百
七
十
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
。 

第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条 

削
除 

（
放
射
線
取
扱
手
当
） 

第
二
十
二
条 

放
射
線
取
扱
手
当
は
、
放
射
線
に
よ
る
撮
影
に
従
事
し
た
職
員
に
支

給
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
九
十
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
。 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
支
給
方
法
） 

第
二
十
八
条 

職
員
が
同
一
の
日
に
お
い
て
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
一
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条
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条

及
び
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
二
以
上
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
特
殊
勤
務
手
当
を
除
き
、
最
高
の
額
の
定
め
の

あ
る
業
務
に
応
じ
た
特
殊
勤
務
手
当
の
み
を
支
給
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

４
か
ら
７
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

条
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四

条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
二
以
上
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
特
殊
勤
務
手
当
を
除
き
、
最
高
の
額
の

定
め
の
あ
る
業
務
に
応
じ
た
特
殊
勤
務
手
当
の
み
を
支
給
す
る
。 

２ 

（
略
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
略
） 

３ 

第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
䥺
新
旧
対
照
表
䥹
抄
䥺 

改
正
案 

現
行 

第
一
章 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

第
一
章 

䥹
略
䥺 

第
一
条 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

第
一
条 

䥹
略
䥺 

䥹
用
語
の
意
義
䥺 

䥹
用
語
の
意
義
䥺 

第
二
条 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

第
二
条 

䥹
略
䥺 

一 

指
定
職
職
員 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
六
年
東
京
都

条
例
第
七
十
五
号
䥺
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
指
定
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
い
う
䣎 

一 

指
定
職
の
職
務 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
六
年
東
京

都
条
例
第
七
十
五
号
䥺
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
指
定
職
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
務
を
い
う
䣎 

二
及
び
三 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

二
及
び
三 

䥹
略
䥺 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤
庁
䥹
常
時
勤
務
す
る
在
勤

庁
の
な
い
場
合
又
は
任
命
権
者
若
し
く
は
任
命
権
者
の
委
任
を
受
け
た

者
䥹
以
下
䣓
旅
行
命
令
権
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
認
め
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
住

所
䣍
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
所
䥺
を
離
れ
て
旅
行
す
る

こ
と
を
い
う
䣎 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤
庁
䥹
常
時
勤
務
す
る
在
勤

庁
の
な
い
職
員
に
つ
い
て
は
䣍
そ
の
住
所
又
は
居
所
䥺
を
離
れ
て
旅
行
す

る
こ
と
を
い
う
䣎 

 

五 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

 

五 

䥹
略
䥺 

六 

帰
住 

職
員
が
退
職
し
䣍
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
䣍
そ
の
職
員

又
は
そ
の
遺
族
が
生
活
の
本
拠
地
と
な
る
地
に
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
䣎 

六 

帰
住 

職
員
が
退
職
し
䣍
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
䣍
そ
の
職
員

若
し
く
は
そ
の
扶
養
親
族
又
は
そ
の
遺
族
が
生
活
の
本
拠
地
と
な
る
地

に
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
䣎 

七 

家
族 

内
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
職
員
の
配
偶
者
䥹
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
䣍
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
䣎
以
下

同
じ
䣎
䥺
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
䣹
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の

理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
䥹
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
䥺

七 
扶
養
親
族 

内
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
䣍
職
員
の
配
偶
者
䥹
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
䣎
以
下
同
じ
䣎䥺

又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
䣹
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の

実
現
を
目
指
す
条
例
䥹
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
䥺
第
七
条
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第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
䤀
ト

ナ
䤀
シ
䣹
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方

公
共
団
体
の
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け

た
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
䣍
同
居
し
䣍
か
つ
䣍
生

計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
䥹
以
下
単
に
䣓
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相

手
方
䣔
と
い
う
䣎䥺
䣍
子
䣍
父
母
䣍
孫
䣍
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
職
員
と

生
計
を
一
に
す
る
も
の
を
い
い
䣍
外
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
䣍
職
員
の
配
偶

者
又
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
及
び
子
で
職
員
と
生
計
を

一
に
す
る
も
の
を
い
う
䣎 

の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ

䣹
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団

体
の
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
䤀

ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
䣍
同
居
し
䣍
か
つ
䣍
生
計
を
一

に
し
て
い
る
も
の
䥹
以
下
単
に
䣓
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
䣔

と
い
う
䣎
䥺䣍
子
䣍
父
母
䣍
孫
䣍
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
主
と
し
て
職
員

の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の
を
い
い
䣍
外
国
旅
行
に
あ

つ
て
は
䣍
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
及
び

子
で
主
と
し
て
職
員
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の
を

い
う
䣎 

八
及
び
九 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

八
及
び
九 

䥹
略
䥺 

十 

旅
行
役
務
提
供
者 

旅
行
業
者
䥹
旅
行
業
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
三
十
九
号
䥺
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い
う
䣎
䥺

そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
䥹
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
䣓
旅

行
業
者
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
で
あ
つ
て
䣍
都
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
䥹
旅
行

業
者
等
が
都
に
対
し
て
旅
行
に
係
る
役
務
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
を
旅
行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
䣍
か
つ
䣍
都
が
当
該

旅
行
業
者
等
に
対
し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
支

払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
䣎
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を

締
結
し
た
も
の
を
い
う
䣎 

䥹
新
設
䥺 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
䣓
職
務
の
級
䣔
と
は
䣍
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表
㈠
䥹
以
下
䣓
行

政
職
給
料
表
㈠
䣔
と
い
う
䣎䥺
に
よ
る
職
務
の
級
を
い
い
䣍
行
政
職
給
料
表

㈠
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
及
び
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る

２ 
こ
の
条
例
に
お
い
て
䣓
何
級
の
職
務
䣔
と
い
う
場
合
に
は
䣍
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表

㈠
䥹
以
下
䣓
行
政
職
給
料
表
㈠
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
級

の
職
務
を
い
い
䣍
行
政
職
給
料
表
㈠
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
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条
例
䥹
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
䥺
第
七
条
に
規
定
す
る

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
の
級
を
い
う
䣎 

及
び
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第

六
十
八
号
䥺
第
七
条
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て

は
䣍
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
級
の
職
務
を
い
う
も

の
と
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
䣓
何
々
地
䣔
と
い
う
場
合
に
は
䣍
市
町
村
の
地
域
䥹
特

別
区
の
存
す
る
区
域
に
あ
つ
て
は
そ
の
全
地
域
䥺
を
い
い
䣍
外
国
に
あ
つ
て

は
䣍
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
䣓
近
接
地
䣔
と

い
う
場
合
に
は
䣍
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
旅
費
の
支
給
䥺 

䥹
旅
費
の
支
給
䥺 

第
三
条 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

第
三
条 

䥹
略
䥺 

２ 

職
員
䣍
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
若
し

く
は
子
又
は
そ
の
遺
族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
䣍
旅
費
を
支
給
す
る
䣎 

２ 

職
員
䣍
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
又
は

そ
の
遺
族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
䣍
旅
費
を
支
給
す
る
䣎 

一
か
ら
七
ま
で 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

一
か
ら
七
ま
で 

䥹
略
䥺 

八 

外
国
在
勤
の
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の

相
手
方
又
は
子
が
䣍
当
該
職
員
の
在
勤
地
に
お
い
て
死
亡
し
䣍
又
は
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
当
該
職
員 

八 

外
国
在
勤
の
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の

相
手
方
が
䣍
当
該
職
員
の
在
勤
地
に
お
い
て
死
亡
し
䣍
又
は
第
三
十
八
条

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
外
国
旅
行
中
に

死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
当
該
職
員 

３
及
び
４ 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 
３
及
び
４ 

䥹
略
䥺 

５ 

第
一
項
䣍
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
が
䣍
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
等
の
変
更
䥹
取
消

し
を
含
む
䣎
同
項
及
び
同
条
第
四
項
並
び
に
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を

受
け
䣍
又
は
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に

は
䣍
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
る

５ 
第
一
項
䣍
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
䥹
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
費
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
䣍
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
䣎
以
下
本
条
に
お
い

て
同
じ
䣎
䥺
が
䣍
そ
の
出
発
前
に
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令

等
を
取
り
消
さ
れ
䣍
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
旅
行
の
た
め
既
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金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
で
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し

て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

に
支
出
し
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
金
額
の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な

つ
た
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

６ 
第
一
項
䣍
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
が
䣍
旅
行
中
天
災
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
情

に
よ
り
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
䥹
概
算
払
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
は
䣍

概
算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
金
額
䥺
の
全
部
又
は

一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
䣍
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
任
命
権

者
が
定
め
る
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

６ 

第
一
項
䣍
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
が
䣍
旅
行
中
交
通
機
関
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
䥹
概
算
払
を
受
け
な
か
つ
た
場

合
に
は
䣍
概
算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
金
額
䥺
の

全
部
又
は
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
䣍
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内

の
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

７ 

第
一
項
䣍
第
二
項
䣍
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍

都
が
旅
行
役
務
提
供
契
約
に
基
づ
き
旅
行
役
務
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
金

額
が
あ
る
と
き
は
䣍
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
に

代
え
て
䣍
当
該
旅
行
役
務
提
供
者
に
対
し
䣍
当
該
金
額
を
旅
費
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

䥹
新
設
䥺 

䥹
旅
行
命
令
等
䥺 

䥹
旅
行
命
令
等
䥺 

第
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
旅
行
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
䣍

旅
行
命
令
権
者
の
発
す
る
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
䥹
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
䣓
旅
行
命
令
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
よ
つ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
䣎 

第
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
旅
行
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
䣍

任
命
権
者
又
は
任
命
権
者
の
委
任
を
受
け
た
者
䥹
以
下
䣓
旅
行
命
令
権
者
䣔

と
い
う
䣎
䥺
の
発
す
る
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
䥹
以
下
䣓
旅
行
命
令
等
䣔

と
い
う
䣎
䥺
に
よ
つ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一
及
び
二 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

一
及
び
二 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 
２ 

䥹
略
䥺 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
で
䣍
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
自
ら
又
は
次

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
䣍
そ

の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３ 
旅
行
命
令
権
者
は
䣍
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
を
変
更
䥹
取
消
を
含
む
䣎

以
下
同
じ
䣎
䥺
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
䣍
前
項
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
は
䣍
自
ら
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
䣍
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
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４ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
旅
行
命
令
等
を
発
し
䣍
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
に
は
䣍

旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
䥹
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
旅

行
命
令
簿
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
任
命
権
者
が
定
め
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録

を
し
䣍
当
該
事
項
を
当
該
旅
行
者
に
通
知
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た

だ
し
䣍
内
国
旅
行
䥹
宿
泊
を
要
し
な
い
場
合
に
限
る
䣎
䥺
の
う
ち
任
命
権
者

が
定
め
る
出
張
を
命
じ
る
と
き
又
は
旅
行
命
令
簿
等
に
当
該
事
項
の
記
載

若
し
く
は
記
録
を
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
䣍
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等

を
発
し
䣍
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
䣍

速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
等
に
䣍
当
該
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
䣎 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
旅
行
命
令
等
を
発
し
䣍
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は
䣍

旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
䥹
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
䣎
以
下
䣓
旅
行
命
令
簿
等
䣔
と

い
う
䣎
䥺
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
䣍
こ
れ
を
当

該
旅
行
者
に
提
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
内
国
旅
行
䥹
宿

泊
を
要
し
な
い
場
合
に
限
る
䣎
䥺
の
う
ち
近
接
地
内
に
出
張
を
命
じ
る
と
き

又
は
旅
行
命
令
簿
等
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
若
し
く
は
記
録

を
し
䣍
こ
れ
を
提
示
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
䣍
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令

等
を
発
し
䣍
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
䣍
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
等
に
䣍
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
又
は

記
録
を
し
䣍
こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

５ 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

５ 

䥹
略
䥺 

䥹
削
る
䥺 

６ 

旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
䣍
様
式
そ
の
他
必
要
な
事
項

は
任
命
権
者
が
定
め
る
䣎 

䥹
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
䥺 

䥹
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
䥺 

第
五
条 

旅
行
者
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
旅
行
命
令
等
䥹
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
を
受
け
た
旅
行
命

令
等
を
含
む
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
従
つ
て
旅
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変

更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
五
条 

旅
行
者
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
旅
行
命
令
等
䥹
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
旅
行
命
令

等
を
含
む
䣎
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
従
つ
て
旅
行
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の

申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

旅
行
者
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る
い

と
ま
が
な
い
場
合
に
は
䣍
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
䣍
速
や

か
に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
䣎 

２ 
旅
行
者
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る
い

と
ま
が
な
い
場
合
に
は
䣍
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
䣍
す
み

や
か
に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
䣎 
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３ 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

３ 

䥹
略
䥺 

 

䥹
旅
費
の
種
類
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
六
条 

旅
費
の
種
類
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍
車
賃
䣍
日
当
䣍
旅
行

雑
費
䣍
宿
泊
料
䣍
食
卓
料
䣍
移
転
料
䣍
着
後
手
当
䣍
扶
養
親
族
移
転
料
䣍
渡

航
手
数
料
及
び
死
亡
手
当
と
す
る
䣎 

 

２ 

鉄
道
賃
は
䣍
鉄
道
旅
行
に
つ
い
て
䣍
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

３ 

船
賃
は
䣍
水
路
旅
行
に
つ
い
て
䣍
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

４ 

航
空
賃
は
䣍
航
空
旅
行
に
つ
い
て
䣍
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

５ 

車
賃
は
䣍
陸
路
䥹
鉄
道
を
除
く
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
旅
行
に
つ
い
て
䣍
実
費

額
又
は
路
程
に
応
じ
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

６ 

日
当
は
䣍
外
国
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給

す
る
䣎 

 

７ 

旅
行
雑
費
は
䣍
出
張
䥹
外
国
旅
行
に
お
け
る
近
接
地
外
の
出
張
を
除
く
䣎䥺

又
は
近
接
地
内
の
赴
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
実
費
額
に
よ
り
䣍
近
接
地
外
の

赴
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
の
定
額
に

よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

８ 

宿
泊
料
は
䣍
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す

る
䣎 

 
９ 

食
卓
料
は
䣍
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す

る
䣎 

 

10 
移
転
料
は
䣍
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
つ
い
て
䣍
内
国
旅

行
に
あ
つ
て
は
実
費
額
に
よ
り
䣍
外
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
路
程
等
に
応
じ
定

額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 
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11 

着
後
手
当
は
䣍
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
つ
い
て
䣍
定
額

に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

12 

扶
養
親
族
移
転
料
は
䣍
赴
任
に
伴
う
扶
養
親
族
の
移
転
に
つ
い
て
支
給

す
る
䣎 

 

13 

渡
航
手
数
料
は
䣍
外
国
へ
の
出
張
又
は
赴
任
に
伴
う
雑
費
に
つ
い
て
䣍

実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

 

14 

死
亡
手
当
は
䣍
第
三
条
第
二
項
第
六
号
又
は
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す

る
場
合
に
つ
い
て
䣍
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
䣎 

䥹
旅
費
の
計
算
䥺 

䥹
旅
費
の
計
算
䥺 

第
六
条 

旅
費
は
䣍
旅
行
に
要
す
る
実
費
を
弁
償
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
䣍

第
二
章
に
定
め
る
種
目
及
び
内
容
に
基
づ
き
䣍
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路

及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し
た
場
合
に
よ
つ
て
計
算
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
公
務
上

の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
最
も
経
済
的
な
通

常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
り
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
䣍
そ
の
現
に
よ
つ
た
経

路
及
び
方
法
に
よ
つ
て
計
算
す
る
䣎 

第
七
条 

旅
費
は
䣍
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し
た

場
合
の
旅
費
に
よ
り
計
算
す
る
䣎
但
し
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ

つ
て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
䣍
そ
の
現
に
よ
つ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
つ
て

計
算
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
八
条 

旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
䣍
旅
行
の
た
め
に
現
に
要
し
た
日
数
に

よ
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
九
条 

旅
行
者
が
同
一
地
域
䥹
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
区
分
に
よ

る
地
域
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
日
当
及
び
宿

泊
料
は
䣍
そ
の
地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
滞
在
日
数
十
五

日
を
超
え
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
十
分
の
一
に

相
当
す
る
額
䣍
滞
在
日
数
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
超
え
る
日
数

に
つ
い
て
定
額
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減

じ
た
額
に
よ
る
䣎 
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２ 

同
一
地
域
に
滞
在
中
一
時
他
の
地
に
出
張
し
た
日
数
は
䣍
前
項
の
滞
在
日

数
か
ら
除
算
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
十
条 

削
除 

䥹
削
る
䥺 

第
十
一
条 

一
日
の
旅
行
に
お
い
て
䣍
日
当
又
は
宿
泊
料
䥹
扶
養
親
族
移
転
料

の
う
ち
こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
䣎
以
下
本
条
に
お
い
て
同

じ
䣎
䥺
に
つ
い
て
定
額
を
異
に
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
䣍
額
の
多
い

方
の
定
額
に
よ
る
日
当
又
は
宿
泊
料
を
支
給
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
十
二
条 

鉄
道
旅
行
䣍
水
路
旅
行
䣍
航
空
旅
行
又
は
陸
路
旅
行
中
に
お
い
て
䣍

職
務
の
級
の
変
更
等
の
あ
つ
た
と
き
は
䣍
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す
る
ま
で

の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
計
算
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
十
三
条 

旅
費
を
区
分
し
て
内
国
旅
行
の
旅
費
及
び
外
国
旅
行
の
旅
費
と

し
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
旅
費
を
更
に
近
接
地
内
旅
費
及
び
近
接
地
外
旅
費
と
す

る
䣎 

䥹
旅
費
の
請
求
及
び
精
算
䥺 

䥹
旅
費
の
請
求
及
び
精
算
䥺 

第
七
条 

旅
費
䥹
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
䣎
䥺
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
旅
行
者
若
し
く
は
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ

の
精
算
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受

け
よ
う
と
す
る
旅
行
役
務
提
供
者
は
䣍
所
定
の
請
求
書
又
は
精
算
書
䥹
当
該

請
求
書
又
は
精
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含

む
䣎
以
下
䣓
請
求
書
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
必
要
な
資
料
を
添
え
て
䣍
こ
れ
を

当
該
旅
費
又
は
当
該
金
額
の
支
出
等
を
担
当
す
る
者
䥹
以
下
䣓
支
出
担
当
者

等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍

必
要
な
資
料
の
全
部
又
は
一
部
を
提
出
し
な
か
つ
た
者
は
䣍
そ
の
請
求
に
係

る
旅
費
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
䣍
そ
の
資
料
を
提
出
し
な
か
つ

第
十
三
条
の
二 

旅
費
䥹
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
䣎
䥺
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
旅
行
者
又
は
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で

そ
の
精
算
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
䣍
所
定
の
請
求
書
又
は
精
算
書
䥹
当
該

請
求
書
又
は
精
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含

む
䣎
以
下
䣓
請
求
書
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
必
要
な
資
料
を
添
え
て
䣍
こ
れ
を

当
該
旅
費
の
支
出
等
を
担
当
す
る
者
䥹
以
下
䣓
支
出
担
当
者
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
必
要
な
資
料
の
全

部
又
は
一
部
を
提
出
し
な
か
つ
た
者
は
䣍
そ
の
請
求
に
係
る
旅
費
額
の
う

ち
䣍
そ
の
資
料
を
提
出
し
な
か
つ
た
た
め
そ
の
旅
費
の
必
要
が
明
ら
か
に
さ

れ
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎 
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た
た
め
そ
の
旅
費
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
必
要
が
明
ら
か
に
さ
れ

な
か
つ
た
部
分
の
支
給
又
は
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎 

２
か
ら
４
ま
で 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

２
か
ら
４
ま
で 

䥹
略
䥺 

５ 

請
求
書
等
及
び
必
要
な
資
料
の
種
類
䣍
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
䣍
第
二

項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
䣍
任
命
権
者
が
定

め
る
䣎 

５ 

請
求
書
等
及
び
必
要
な
資
料
の
種
類
䣍
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
及
び
様

式
䣍
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
䣍
任
命

権
者
が
定
め
る
䣎 

第
二
章 

旅
費
の
種
目
及
び
内
容 

第
二
章 

内
国
旅
行
の
旅
費 

䥹
削
る
䥺 

第
十
四
条 

削
除 

 

䥹
近
接
地
内
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
十
五
条 

近
接
地
内
の
旅
行
の
旅
費
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費
と
す
る
䣎 

 
 

一 

鉄
道
賃
䣍
船
賃
及
び
車
賃 

 

二 

別
表
第
一
に
規
定
す
る
旅
行
雑
費 

 

三 

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊

す
る
場
合
に
は
次
に
規
定
す
る
宿
泊
料 

 

イ 

食
事
を
提
供
し
な
い
公
用
の
施
設
又
は
現
場
等
に
宿
泊
す
る
場
合

に
は
䣍
別
表
第
一
の
食
卓
料
定
額
に
相
当
す
る
額 

 

ロ 

ホ
テ
ル
䣍
旅
館
等
に
宿
泊
す
る
場
合
に
は
䣍
別
表
第
一
の
宿
泊
料
定

額
の
範
囲
内
の
実
費
額 

 
四 

赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
䣍
職
員
の
た
め
の
公
設
宿
舎
に
居
住
す
る

こ
と
又
は
こ
れ
を
明
け
渡
す
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
䣍
住
所
若
し
く
は
居
所
を

移
転
し
た
場
合
又
は
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
住
所
若
し

く
は
居
所
の
移
転
を
特
に
必
要
と
認
め
て
移
転
し
た
場
合
に
は
䣍
別
表
第

一
の
路
程
に
応
じ
た
移
転
料
額
䥹
扶
養
親
族
を
随
伴
し
な
い
場
合
に
は
䣍
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そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
䥺
の
範
囲
内
に
お
け
る
実
費
額
の
移
転
料 

䥹
削
る
䥺 

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で 

削
除 

 

䥹
近
接
地
外
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
十
九
条 

近
接
地
外
の
旅
行
の
旅
費
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍
車
賃
䣍

旅
行
雑
費
䣍
宿
泊
料
䣍
食
卓
料
䣍
移
転
料
䣍
着
後
手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転

料
と
す
る
䣎 

䥹
旅
費
の
種
目
及
び
内
容
䥺 

 

第
八
条 

旅
費
の
種
目
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍
そ
の
他
の
交
通
費
䣍

宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
宿
泊
手
当
䣍
転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
䣍
家
族
移
転

費
䣍
渡
航
雑
費
及
び
死
亡
手
当
と
し
䣍
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の

章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎 

 

䥹
鉄
道
賃
䥺 

䥹
鉄
道
賃
䥺 

第
九
条 

鉄
道
賃
は
䣍
鉄
道
䥹
鉄
道
事
業
法
䥹
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二

号
䥺
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び
軌
道

法
䥹
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
䥺
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
䣍
外

国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の

を
い
う
䣎
次
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移

動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
か
ら
第

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払

う
も
の
で
あ
つ
て
䣍
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
額

の
合
計
額
と
す
る
䣎 

第
二
十
条 

鉄
道
賃
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
䥹
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
䣓
運
賃
䣔
と
い
う
䣎䥺
䣍
急
行
料
金
䣍
寝
台
料
金
䣍
特
別
車
両
料
金
及
び

座
席
指
定
料
金
の
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

運
賃 

 

一 
乗
車
に
要
す
る
運
賃 

 

二 

急
行
料
金 

二 

急
行
料
金
を
徴
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍
前
号
に
規
定
す
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る
運
賃
の
ほ
か
䣍
急
行
料
金 

 
三 

寝
台
料
金 

三 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
寝
台
車
を
利
用
す
る
場
合
に
は
䣍
前
二
号
に
規

定
す
る
運
賃
及
び
急
行
料
金
の
ほ
か
䣍
任
命
権
者
が
定
め
る
寝
台
料
金 

 

四 
座
席
指
定
料
金 

四 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
が
特
別
車
両
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行

す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場
合
に
は
䣍
前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
䣍

急
行
料
金
及
び
寝
台
料
金
の
ほ
か
䣍
特
別
車
両
料
金 

 

五 

特
別
車
両
料
金
䥹
内
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
指
定
職
職
員
に
限
る
䣎
䥺 

五 

座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
を
す

る
場
合
に
は
䣍
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
䣍
急
行
料
金
䣍
寝
台
料
金
及
び

特
別
車
両
料
金
の
ほ
か
䣍
座
席
指
定
料
金 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 
 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
内
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ

て
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
䥹
指

定
職
職
員
が
移
動
す
る
場
合
に
は
䣍
最
上
級
䥺
䣍
外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ

て
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
䥹
等

級
が
三
以
上
に
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
職
務
の
級
が
三
級
以
下
の
者
が

移
動
す
る
場
合
に
は
䣍
最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
䥺
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
は
䣍
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協

議
し
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
䣍
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
䣍
支
給
す
る
䣎 

 

一 

特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
䤀

ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二 

普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ

䤀
ト
ル
以
上
の
も
の 

 

３ 
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
座
席
指
定
料
金
は
䣍
普
通
急
行
列
車
を
運
行

す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
以
上
の
も
の
に
該
当
す

る
場
合
に
限
り
䣍
支
給
す
る
䣎 
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䥹
船
賃
䥺 

䥹
船
賃
䥺 

第
十
条 

船
賃
は
䣍
船
舶
䥹
海
上
運
送
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七

号
䥺
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
䣍
外

国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
を

い
う
䣎
次
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移
動

に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う

も
の
で
あ
つ
て
䣍
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
額
の

合
計
額
と
す
る
䣎 

第
二
十
一
条 

船
賃
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
䥹
は
し
け
賃
及
び
桟

橋
賃
を
含
む
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
運
賃
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣍
寝
台
料
金
䣍

特
別
船
室
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
の
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
内
の
実
費
額
に

よ
る
䣎 

 

一 

運
賃 

 
 

 

二 

寝
台
料
金 

 

 

三 

座
席
指
定
料
金 

 

 

四 

特
別
船
室
料
金
䥹
内
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
指
定
職
職
員
に
限
る
䣎
䥺 

 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ

た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
で
あ
つ
て
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
䣍

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
䣎 

 

一 

内
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
䣍
運
賃
の
等
級
が
三
階
級
に
区
分
さ
れ
た

船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

中
級
の
運
賃
の
額 

一 

運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍

中
級
の
運
賃 

二 

内
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
䣍
運
賃
の
等
級
が
二
階
級
に
区
分
さ
れ
た

船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額 

二 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍

次
に
規
定
す
る
運
賃 

 
 

イ 

指
定
職
職
員
が
移
動
す
る
と
き 

上
級
の
運
賃
の
額 

 
 

イ 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
上
級
の
運
賃 
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ロ 

職
務
の
級
が
五
級
以
下
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

下
級
の
運
賃
の

額 

 

ロ 

五
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
下
級
の
運
賃 

三 
外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
䣍
運
賃
の
等
級
が
二
以
上
の
階
級
に
区
分

さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

最
上
級
の
運
賃
の
額 

 
 
四 

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
同
一
階

級
の
運
賃
が
更
に
二
以
上
に
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額 

三 

前
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
同
一
階
級
の
運
賃
を
更

に
二
以
上
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍
次
に
規
定
す
る

運
賃 

イ 

第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
䣍
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
次
に
規
定
す
る
運
賃 

⑴ 

指
定
職
職
員
が
移
動
す
る
と
き 

最
上
級
の
運
賃
の
額 

⑴ 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
最
上
級
の
運
賃 

⑵ 

職
務
の
級
が
五
級
以
下
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

最
上
級
の
直

近
下
位
の
級
の
運
賃
の
額 

⑵ 

五
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
最
上
級
の
直
近
下
位

の
級
の
運
賃 

ロ 

第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
䣍
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額 

 
 

ロ 

第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
次
に
規
定
す
る
運
賃 

⑴ 

指
定
職
職
員
が
移
動
す
る
と
き 

最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
の

運
賃
の
額 

⑴ 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
最
上
級
の
直
近
下
位
の

級
の
運
賃 

⑵ 

職
務
の
級
が
五
級
以
下
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

最
上
級
の
運

賃
の
額 

⑵ 

五
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
最
上
級
の
運
賃 

五 

第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
同
一
階
級
の
運
賃
が
更

に
四
以
上
に
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

次
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額 

四 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
は
䣍
そ
の
乗
船
に

要
す
る
運
賃 

イ 

指
定
職
職
員
又
は
職
務
の
級
が
四
級
以
上
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
の
運
賃
の
額 

五 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
䣍
前

各
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
䣍
寝
台
料
金 
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ロ 

職
務
の
級
が
三
級
以
下
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

指
定
職
職
員
又

は
職
務
の
級
が
四
級
以
上
の
者
に
つ
い
て
定
め
る
運
賃
の
級
の
直
近

下
位
の
級
の
運
賃
の
額 

六 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
が
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
船
舶
で
特

別
船
室
料
金
を
徴
す
る
も
の
を
運
行
す
る
航
路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場

合
に
は
䣍
同
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規
定
す
る
寝
台
料
金
の
ほ

か
䣍
特
別
船
室
料
金 

六 

第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
同
一
階
級
の
運
賃
が
更

に
三
に
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

次
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額 

七 

座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
に
よ
る
旅
行
を
す

る
場
合
に
は
䣍
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
ほ
か
䣍
座
席
指
定

料
金 

イ 

指
定
職
職
員
又
は
職
務
の
級
が
四
級
以
上
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

中
級
の
運
賃
の
額 

 
 
 

ロ 

職
務
の
級
が
三
級
以
下
の
者
が
移
動
す
る
と
き 

下
級
の
運
賃
の

額 

 
 
 

七 

第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
同
一
階
級
の
運
賃
が
更

に
二
に
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き 

下
級
の
運
賃
の
額 

 
 

䥹
航
空
賃
䥺 

䥹
航
空
賃
䥺 

第
十
一
条 

航
空
賃
は
䣍
航
空
機
䥹
航
空
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三

十
一
号
䥺
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航

空
機
䣍
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る

も
の
を
い
う
䣎
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移

動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
及
び
第

三
号
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も

の
で
あ
つ
て
䣍
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
額
の
合

計
額
と
す
る
䣎 

第
二
十
二
条 

航
空
賃
の
額
は
䣍
旅
客
運
賃
の
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

運
賃 

 

 

二 

座
席
指
定
料
金 
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三 

前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ

た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
䣍
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎
た

だ
し
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
䣎 

 
一 

外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
䣍
指
定
職
職
員
が
移
動
す
る
と
き
及
び
職

務
の
級
が
五
級
以
下
の
者
が
長
時
間
に
わ
た
る
移
動
と
し
て
任
命
権
者

が
定
め
る
も
の
䥹
次
号
に
お
い
て
䣓
特
定
航
空
移
動
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
す

る
と
き
䥹
同
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
䣎䥺 

最
上
級
の
運
賃
の
額 

 

二 

外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
䣍
運
賃
の
等
級
が
三
以
上
に
区
分
さ
れ
た

航
空
機
に
よ
り
指
定
職
職
員
が
移
動
す
る
と
き
及
び
職
務
の
級
が
五
級

以
下
の
者
が
特
定
航
空
移
動
を
す
る
と
き 

最
上
級
の
直
近
下
位
の
級

の
運
賃
の
額 

 

䥹
そ
の
他
の
交
通
費
䥺 

䥹
車
賃
䥺 

第
十
二
条 

そ
の
他
の
交
通
費
は
䣍
鉄
道
䣍
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す

る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に

限
る
䣎
䥺
の
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
䣍
移
動
に
要
す
る
費
用
の
算
定
が
で
き
な

い
場
合
に
は
䣍
路
程
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
と
す
る
䣎 

第
二
十
三
条 

車
賃
の
額
は
䣍
実
費
額
に
よ
る
䣎
た
だ
し
䣍
公
務
上
の
必
要
又

は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
実
費
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
䣍
路
程
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
と
す
る
䣎 

一 

道
路
運
送
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
䥺
第
三
条
第
一
号

イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
䥹
路
線
を
定
め
て
定
期
に

運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の

用
に
供
す
る
自
動
車
䥹
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
䣎
䥺

を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 
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二 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
䥹
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

を
含
む
䣎
䥺
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
䥹
前
号
に
規
定
す
る

自
動
車
を
除
く
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
䣍
道
路
運
送
法
第
八
十

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動

車
䥹
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
䣎
䥺
の
賃
料
そ
の
他

の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
䣍
全
路
程
を
通
算
し
て
計
算
し
䣍
路
程

に
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
䣍
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
䣎 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
䣍
全
路
程
を
通
算
し
て
計
算
し
䣍
路
程
に
一

キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
䣍
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
䣎 

 

䥹
旅
行
雑
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
二
十
四
条 

旅
行
雑
費
の
額
は
䣍
別
表
第
一
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

２ 

鉄
道
二
百
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
未
満
又
は
水
路
若
し
く
は
陸
路
百
キ
ロ
メ
䤀

ト
ル
未
満
の
旅
行
䥹
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
䣎
次
項
及
び
第
三
十
条
に
お

い
て
同
じ
䣎
䥺
の
場
合
に
お
け
る
旅
行
雑
費
の
額
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
䣍
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
に
よ
る
䣎 

 

３ 
鉄
道
䣍
水
路
又
は
陸
路
に
わ
た
る
旅
行
に
つ
い
て
は
䣍
鉄
道
二
キ
ロ
メ
䤀

ト
ル
を
も
つ
て
水
路
又
は
陸
路
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
と
み
な
し
て
䣍
前
項
の
規

定
を
適
用
す
る
䣎 

䥹
宿
泊
費
䥺 

䥹
宿
泊
料
䥺 
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第
十
三
条 

宿
泊
費
は
䣍
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍

国
の
職
員
に
つ
き
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
䥹
昭
和
二
十
五
年
大
蔵

省
令
第
四
十
五
号
䥺
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
宿
泊
費
基
準
額
䥹
次
条
に
お

い
て
䣓
宿
泊
費
基
準
額
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
職

員
に
対
応
す
る
国
の
職
員
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ

て
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
同
令
に
お
け
る
国
の
職
員
と
す
る
䣎 

第
二
十
五
条 

宿
泊
料
の
額
は
䣍
宿
泊
先
の
区
分
に
応
じ
た
別
表
第
一
の
定
額

に
よ
る
䣎 

 

一 

指
定
職
職
員 
指
定
職
職
員
等 

 

 

二 

職
務
の
級
が
五
級
以
下
の
者 

職
務
の
級
が
十
級
以
下
の
者 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
の
宿
泊
費
の
額
は
䣍
当
該
宿
泊

に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
䣎 

２ 

宿
泊
料
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
の
ほ
か
に
別
に
宿

泊
費
を
要
す
る
場
合
䣍
又
は
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
を
要

し
な
い
が
宿
泊
費
を
要
す
る
場
合
に
限
り
䣍
支
給
す
る
䣎 

䥹
包
括
宿
泊
費
䥺 

 

第
十
四
条 

包
括
宿
泊
費
は
䣍
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て

支
払
わ
れ
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
当
該
移
動
に
係
る
第
九
条
か
ら
第
十

二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
交
通
費
䥹
第
十
八
条
に
お
い
て
䣓
交
通
費
䣔
と
い

う
䣎
䥺
の
額
及
び
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
基
準
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎 

 

䥹
宿
泊
手
当
䥺 

 

第
十
五
条 

宿
泊
手
当
は
䣍
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た

め
の
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
国
の
職
員
に
つ
き
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支

給
規
程
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
宿
泊
手
当
の
額
と
す
る
䣎 

 

 

䥹
食
卓
料
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
二
十
六
条 

食
卓
料
の
額
は
䣍
別
表
第
一
の
定
額
に
よ
る
䣎 

 

２ 

食
卓
料
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
の
ほ
か
に
別
に
食
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費
を
要
す
る
場
合
䣍
又
は
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍
車
賃
若
し
く
は
宿
泊

料
を
要
し
な
い
が
食
費
を
要
す
る
場
合
に
限
り
䣍
支
給
す
る
䣎 

䥹
転
居
費
䥺 

䥹
移
転
料
䥺 

第
十
六
条 
転
居
費
は
䣍
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
䥹
第
十
八
条
第
一

項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
同
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
規
定
す
る

場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
䣎
䥺
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
外
国
旅
行
に
お
い

て
は
䣍
別
表
第
一
に
定
め
る
容
積
又
は
重
量
の
範
囲
内
に
お
い
て
算
定
し
た

額
と
す
る
䣎 

第
二
十
七
条 

移
転
料
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
額
の
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ

る
䣎 

一 

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
䣍
複
数
の
運
送
業
者
に
見

積
り
を
さ
せ
䣍
か
つ
䣍
そ
の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と

き
䥹
複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
な
事

情
が
あ
る
と
き
を
含
む
䣎
䥺
に
限
り
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費

の
額
と
す
る
方
法 

一 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤

地
ま
で
の
路
程
に
応
じ
た
別
表
第
一
の
額 

二 

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
䣍
前
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

二 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
場
合
に
は
䣍
前
号
に
規
定
す
る
額

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

三 

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
若
し
く
は
道
路
運
送
法
第
八

十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自

動
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う

場
合
に
は
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

三 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌

日
か
ら
一
年
以
内
に
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
前
号
に
規
定
す

る
額
に
相
当
す
る
額
䥹
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更

に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
䣍
各
赴
任
に
つ
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
䥺 

２ 

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転

居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払
を
受
け
る
金
額
を
差
し
引
く
こ

２ 

前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
䣍
扶
養
親
族
を
移
転
し
た
際
に
お
け
る
移

転
料
の
別
表
第
一
の
額
が
䣍
職
員
が
赴
任
し
た
際
の
移
転
料
の
別
表
第
一
の

額
と
異
な
る
と
き
は
䣍
同
号
の
額
は
䣍
扶
養
親
族
を
移
転
し
た
際
に
お
け
る
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と
と
す
る
䣎 

移
転
料
の
別
表
第
一
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
䣎 

 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
䣎 

䥹
着
後
滞
在
費
䥺 

䥹
着
後
手
当
䥺 

第
十
七
条 

着
後
滞
在
費
は
䣍
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用

と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
内
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
五
夜
分
を
䣍
外
国
旅
行
に
あ
つ

て
は
十
夜
分
を
限
度
と
し
て
䣍
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に
係
る
宿
泊
費
及
び
宿

泊
手
当
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
䣎 

第
二
十
八
条 

着
後
手
当
の
額
は
䣍
別
表
第
一
の
旅
行
雑
費
定
額
の
五
日
分
及

び
赴
任
に
伴
い
住
所
又
は
居
所
を
移
転
し
た
地
の
存
す
る
地
域
の
区
分
に

応
じ
た
宿
泊
料
定
額
の
五
夜
分
に
相
当
す
る
額
に
よ
る
䣎 

䥹
家
族
移
転
費
䥺 

䥹
扶
養
親
族
移
転
料
䥺 

第
十
八
条 

家
族
移
転
費
は
䣍
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
と

し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
䣎 

第
二
十
九
条 

扶
養
親
族
移
転
料
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

内
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
䣍
次
に
掲
げ
る
額 

一 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で
随
伴
す
る
場

合
に
は
䣍
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
一
人
ご
と
に
䣍
そ

の
移
転
の
際
に
お
け
る
年
齢
に
従
い
䣍
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
の
合
計

額 

イ 

赴
任
の
際
家
族
䥹
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
同
居
し
て
い
る

者
に
限
る
䣎
以
下
こ
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
次
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
お
い

て
同
じ
䣎
䥺
を
職
員
の
新
居
住
地
に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
家
族
一
人

ご
と
に
䣍
職
員
が
そ
の
移
転
を
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
交
通
費
䣍

宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
宿
泊
手
当
及
び
着
後
滞
在
費
の
合
計
額
に
相

当
す
る
額 

イ 

十
二
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
䣍
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相

当
の
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
及
び
車
賃
の
実
費
額
並
び
に
旅
行
雑
費
䣍

宿
泊
料
䣍
食
卓
料
及
び
着
後
手
当
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額 

ロ 

イ
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
䣍
か
つ
䣍
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日

の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
䥹
赴
任
後
家
族
を
移

ロ 

十
二
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
䣍
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
年
齢
に

応
じ
た
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
及
び
車
賃
の
実
費
額
並
び
に
旅
行
雑
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転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
䣍
当
該
赴
任
後
に

お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
䥺
に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
イ
の
規
定
に
準

じ
て
算
定
し
た
額 

費
䣍
宿
泊
料
䣍
食
卓
料
及
び
着
後
手
当
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

 

二 
外
国
旅
行
に
あ
つ
て
は
䣍
次
に
掲
げ
る
額 

二 

前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
䣍
第
二
十
七
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
扶
養
親
族
の
旧
居
住

地
か
ら
新
居
住
地
ま
で
の
旅
行
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算

し
た
額
䣎
た
だ
し
䣍
前
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に

相
当
す
る
額
䥹
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任

が
あ
つ
た
場
合
に
は
䣍
各
赴
任
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
䥺
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
䣎 

イ 

赴
任
の
際
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け
䣍
家
族
を
職
員
の
新
居
住

地
に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
家
族
一
人
ご
と
に
䣍
職
員
が
そ
の
移
転
を

す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
交
通
費
䣍
宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
宿
泊

手
当
䣍
着
後
滞
在
費
及
び
渡
航
雑
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額 

２ 

職
員
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
䣍
胎
児
で
あ
つ
た
子
を
移
転
す

る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
扶
養
親
族
移
転
料
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
䣍
そ
の

子
を
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
と
み
な
し
て
䣍
前
項
の
規

定
を
適
用
す
る
䣎 

ロ 

イ
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
䣍
か
つ
䣍
赴
任
後
旅
行
命
令
権
者

の
許
可
を
受
け
䣍
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
家

族
を
職
員
の
居
住
地
䥹
赴
任
後
家
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴

任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
䣍
当
該
赴
任
後
に
お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
䥺

に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
イ
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

 

ハ 

イ
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
䣍
か
つ
䣍
本
邦
か
ら
外
国
に
赴
任

後
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け
䣍
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か

ら
一
年
以
内
に
家
族
を
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
居
住
地
か

ら
本
邦
内
の
他
の
地
に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
前
号
イ
の
規
定
に
準
じ
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て
算
定
し
た
額 

ニ 

外
国
に
赴
任
後
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け
䣍
家
族
䥹
イ
又
は
ロ

に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
移
転
し
た
者
で
あ
つ
て
同
居
し
て
い
る
も

の
に
限
る
䣎
䥺
を
本
邦
に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
イ
の
規
定
に
準
じ
て

算
定
し
た
額 

 
２ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
前
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
規
定

す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

䥹
渡
航
雑
費
䥺 

 

第
十
九
条 

渡
航
雑
費
は
䣍
外
国
旅
行
に
要
す
る
雑
費
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
予

防
接
種
に
係
る
費
用
䣍
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
䣍
外
貨
交
換

手
数
料
並
び
に
入
出
国
税
そ
の
他
外
国
旅
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
任
命

権
者
が
定
め
る
費
用
の
額
と
す
る
䣎 

 

䥹
死
亡
手
当
䥺 

 

第
二
十
条 

死
亡
手
当
は
䣍
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ

䣹
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
子
の
外
国
に
お
け
る
死
亡
䥹
第
三
条
第
二
項

第
六
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
䣎
䥺
に
伴
う
諸
雑
費
に
充
て

る
た
め
の
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
別
表
第
二
に
定
め
る
定
額
と
す
る
䣎 

 

 
䥹
近
接
地
以
外
の
同
一
地
域
内
旅
行
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 
第
三
十
条 

近
接
地
以
外
の
同
一
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
䣍
鉄
道

賃
䣍
船
賃
及
び
車
賃
は
支
給
し
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
及
び
車
賃
を
要
す
る

場
合
で
䣍
そ
の
実
費
額
が
䣍
当
該
旅
行
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
旅
行
雑
費
定

額
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
に
相
当
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す
る
額
の
鉄
道
賃
䣍
船
賃
又
は
車
賃
を
支
給
す
る
䣎 

 

䥹
退
職
者
等
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
条
の
二 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍

次
に
規
定
す
る
旅
費
と
す
る
䣎 

 

一 

職
員
が
出
張
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費 

 

イ 

退
職
等
と
な
つ
た
日
䥹
以
下
䣓
退
職
等
の
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
い
た
地

か
ら
退
職
等
の
命
令
の
通
達
を
受
け
䣍
又
は
そ
の
原
因
と
な
つ
た
事
実

の
発
生
を
知
つ
た
日
䥹
以
下
䣓
退
職
等
を
知
つ
た
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
い

た
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
旅
費 

 

ロ 

退
職
等
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
出
発
し
て
当
該
退

職
等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
場
合
に
限
り
䣍
出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し

た
退
職
等
を
知
つ
た
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
ま
で
の
前
職
務
相

当
の
旅
費 

 

二 

職
員
が
赴
任
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
䣍
赴
任
の
例
に
準
じ
䣍

か
つ
䣍
新
在
勤
地
を
旧
在
勤
地
と
み
な
し
て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算

し
た
旅
費 

 

２ 

本
邦
に
出
張
中
の
外
国
在
勤
の
職
員
が
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
当
該

職
員
の
本
邦
へ
の
出
張
に
お
け
る
出
張
地
を
旧
在
勤
地
と
み
な
し
て
前
項

第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費
の
ほ
か
䣍
第
四
十
一
条
の
二
第
一

項
第
三
号
ロ
又
は
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て

計
算
し
た
旅
費
と
す
る
䣎 

 

３ 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
赴
任
の
例
に

準
じ
て
計
算
し
た
旧
在
勤
地
か
ら
帰
住
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
旅
費
䥹
旅
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行
雑
費
䣍
宿
泊
料
及
び
着
後
手
当
を
除
く
䣎
䥺
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
そ
の
額

は
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎 

 

䥹
遺
族
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
条
の
三 

第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍

次
に
規
定
す
る
旅
費
と
す
る
䣎 

 

一 

職
員
が
出
張
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
死
亡
地
か
ら
居
住
地
ま
で
の

往
復
に
要
す
る
前
職
務
相
当
の
旅
費 

 

二 

職
員
が
赴
任
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
赴
任
の
例
に
準
じ
て
計
算
し

た
死
亡
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
旅
費 

 

２ 

本
邦
に
出
張
中
の
外
国
在
勤
の
職
員
が
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
当
該

職
員
の
本
邦
へ
の
出
張
に
お
け
る
出
張
地
を
居
住
地
と
み
な
し
て
前
項
第

一
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費
と
す
る
䣎 

 

３ 

遺
族
が
前
二
項
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
䣍
第
二
条
第

一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
順
序
に
よ
り
䣍
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
年
長

者
を
先
に
す
る
䣎 

 

４ 

第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
第
二
十
九
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
居
住
地
か
ら
帰
住
地
䥹
外
国
に

帰
住
す
る
場
合
に
は
䣍
本
邦
に
お
け
る
外
国
へ
の
出
発
地
䥺
ま
で
の
鉄
道
賃
䣍

船
賃
䣍
車
賃
及
び
食
卓
料
と
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
号
中
䣓
赴
任

を
命
ぜ
ら
れ
た
日
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
職
員
が
死
亡
し
た
日
䣔
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
三
章 

外
国
旅
行
の
旅
費 
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䥹
本
邦
通
過
の
場
合
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
一
条 

外
国
旅
行
中
本
邦
を
通
過
す
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
本
邦
内
の
旅

行
に
つ
い
て
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
前
章
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎
た
だ

し
䣍
移
転
料
並
び
に
外
国
航
路
の
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
本
邦
を
出
発

し
䣍
又
は
本
邦
に
到
着
し
た
場
合
に
お
け
る
船
賃
䣍
又
は
航
空
賃
及
び
本
邦

を
出
発
し
た
日
か
ら
の
日
当
及
び
食
卓
料
䣍
又
は
本
邦
に
到
着
し
た
日
ま
で

の
日
当
及
び
食
卓
料
に
つ
い
て
は
䣍
本
章
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎 

 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
䣍
本
邦
出
発
の
場
合
に
は
そ
の
外
国
へ
の
出
発
地
を
新
在
勤
地
又
は
新
居

住
地
と
み
な
し
䣍
本
邦
到
着
の
場
合
に
は
そ
の
外
国
か
ら
の
到
着
地
を
旧
在

勤
地
又
は
旧
居
住
地
と
み
な
す
䣎 

 

䥹
近
接
地
内
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
一
条
の
二 

第
十
五
条
䥹
移
転
料
に
関
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
の
規
定

は
䣍
外
国
の
近
接
地
内
に
お
け
る
旅
行
の
旅
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の

場
合
に
お
い
て
䣍
同
条
第
三
号
中
䣓
別
表
第
一
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
別
表
第
二
䣔

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
近
接
地
外
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
一
条
の
三 

近
接
地
外
の
旅
行
の
旅
費
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍

車
賃
䣍
日
当
䣍
宿
泊
料
䣍
食
卓
料
䣍
移
転
料
䣍
着
後
手
当
䣍
扶
養
親
族
移
転

料
䣍
渡
航
手
数
料
及
び
死
亡
手
当
と
す
る
䣎 

 

䥹
鉄
道
賃
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
二
条 

鉄
道
賃
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
䥹
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
䣓
運
賃
䣔
と
い
う
䣎䥺䣍
急
行
料
金
及
び
寝
台
料
金
䥹
こ
れ
ら
の
も
の

に
対
す
る
通
行
税
を
含
む
䣎䥺
の
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ
る
䣎 
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一 

運
賃
の
等
級
を
三
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
䣍
次
に
規
定
す
る
運
賃
の
範
囲
内
で
任
命
権
者
が
定
め
る
運
賃 

 

イ 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
又
は
四
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ

い
て
は
䣍
最
上
級
の
運
賃 

 

ロ 

三
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
最
上
級
の
直
近
下
位
の

級
の
運
賃 

 

二 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍

上
級
の
運
賃 

 

三 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍
そ
の
乗
車

に
要
す
る
運
賃 

 

四 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
特
別
の
座
席
の
設
備
を
利
用
し
た
場
合
に
は
䣍

前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
䣍
そ
の
座
席
の
利
用
に
要
し
た
運
賃 

 

五 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
急
行
料
金
又
は
寝
台
料
金
を
必
要
と
し

た
場
合
に
は
䣍
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
䣍
急
行
料
金
又
は
寝
台

料
金 

 

䥹
船
賃
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
三
条 

船
賃
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
䥹
は
し
け
賃
及
び
桟

橋
賃
を
含
む
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
運
賃
䣔
と
い
う
䣎
䥺
及
び
寝
台
料

金
䥹
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
す
る
通
行
税
を
含
む
䣎
䥺
の
範
囲
内
の
実
費
額
に

よ
る
䣎 

 

一 
運
賃
の
等
級
を
二
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
䣍
次
に
規
定
す
る
運
賃
の
範
囲
内
で
任
命
権
者
が
定
め
る
運
賃

䥹
最
下
級
の
運
賃
に
よ
る
場
合
を
除
く
䣎䥺 
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イ 

運
賃
の
等
級
を
二
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の

場
合
に
は
䣍
最
上
級
の
運
賃 

 

 

ロ 

イ
の
最
上
級
の
運
賃
を
更
に
四
以
上
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅

行
の
場
合
に
は
䣍
指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
又
は
四
級
以
上
の
職
務
に

あ
る
者
に
つ
い
て
は
最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
の
運
賃
䣍
三
級
以
下
の

職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
又
は
四
級
以

上
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
定
め
る
運
賃
の
級
の
直
近
下
位
の
級

の
運
賃 

 

ハ 

イ
の
最
上
級
の
運
賃
を
更
に
三
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の

場
合
に
は
䣍
指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
又
は
四
級
以
上
の
職
務
に
あ
る

者
に
つ
い
て
は
中
級
の
運
賃
䣍
三
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て

は
下
級
の
運
賃 

 

ニ 

イ
の
最
上
級
の
運
賃
を
更
に
二
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の

場
合
に
は
䣍
下
級
の
運
賃 

 

二 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍
そ
の
乗
船

に
要
す
る
運
賃 

 

三 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
䣍
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け

特
別
の
運
賃
を
必
要
と
す
る
船
室
を
利
用
し
た
場
合
に
は
䣍
前
二
号
に
規

定
す
る
運
賃
の
ほ
か
䣍
そ
の
船
室
の
利
用
に
要
し
た
運
賃 

 
四 
公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
䣍
前

三
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
䣍
寝
台
料
金 

 

䥹
航
空
賃
及
び
車
賃
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
四
条 

航
空
賃
の
額
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
䥹
以
下
こ
の
条
に
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お
い
て
䣓
運
賃
䣔
と
い
う
䣎䥺
の
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に

は
䣍
次
に
規
定
す
る
運
賃 

 
 
 

イ 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
中
級
の
運
賃 

 
 
 

ロ 

五
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
下
級
の
運
賃 

 

二 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に

は
䣍
次
に
規
定
す
る
運
賃 

 

イ 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
上
級
の
運
賃 

 
 
 

ロ 

五
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
下
級
の
運
賃 

 

三 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
航
空
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
䣍
航
空
機

の
利
用
に
要
す
る
運
賃 

 

四 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
が
公
務
上
の
必
要
に
よ
り
特
別
の
座
席
の

設
備
を
利
用
し
た
場
合
に
は
䣍
前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
䣍
そ
の

座
席
の
利
用
に
要
し
た
運
賃 

 

２ 

前
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
搭

乗
す
る
航
空
機
の
目
的
地
ま
で
の
予
定
所
要
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
と

き
に
は
䣍
第
一
号
ロ
の
運
賃
は
中
級
の
運
賃
に
䣍
第
二
号
ロ
の
運
賃
は
上
級

の
運
賃
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 
３ 

車
賃
の
額
は
䣍
実
費
額
に
よ
る
䣎 

 

䥹
日
当
䣍
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
五
条 

日
当
及
び
宿
泊
料
の
額
は
䣍
旅
行
先
の
区
分
に
応
じ
た
別
表
第

二
の
定
額
に
よ
る
䣎 

 

２ 

食
卓
料
の
額
は
䣍
別
表
第
二
の
定
額
に
よ
る
䣎 
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３ 

第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
䣍
第
二
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十

六
条
第
二
項
の
規
定
は
䣍
外
国
旅
行
の
場
合
の
日
当
䣍
宿
泊
料
及
び
食
卓
料

に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
二
十
四
条
第
二
項
中
䣓
旅

行
䥹
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
䣎
次
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䣔

と
あ
る
の
は
䣓
旅
行
䣔
と
䣍䣓
旅
行
雑
費
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
日
当
䣔
と
䣍䣓
前

項
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
第
三
十
五
条
第
一
項
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
移
転
料
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
六
条 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
䥹
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養

親
族
に
限
る
䣎
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地

ま
で
随
伴
す
る
場
合
の
移
転
料
の
額
は
䣍
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で
の

路
程
に
応
じ
た
別
表
第
二
の
定
額
䥹
以
下
本
条
に
お
い
て
䣓
定
額
䣔
と
い
う
䣎
䥺

に
よ
る
䣎
た
だ
し
䣍
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
当
該
各
号

に
規
定
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

二
人
以
上
の
扶
養
親
族
を
随
伴
す
る
場
合
に
は
䣍
定
額
に
䣍
一
人
を
超

え
る
者
ご
と
に
そ
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額 

 

二 

外
国
在
勤
の
職
員
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
䣍
定
額
䥹
前
号
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
同
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
䥺
に
そ

の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額 

 

三 

移
転
に
伴
う
家
財
の
輸
送
の
通
常
の
経
路
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
水
路

又
は
陸
路
に
つ
き
特
に
多
額
の
運
賃
を
要
す
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
運
賃
の
額
を
参
酌
し
て
䣍
定
額
䥹
前

二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

額
䣎
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
䣍
水
路
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
䣍
定
額
の
百
分
の
四
十
五
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
䣍
陸
路
が
含
ま
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れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
定
額
の
百
分
の
三
十
五
に
相
当
す
る
額
の
範
囲

内
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額

を
加
算
し
た
額 

 

２ 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
随
伴
し
な
い
場
合
の
移
転
料
の
額
は
䣍
前
項
䥹
同

項
第
一
号
の
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
に
規
定
す
る
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

３ 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
随
伴
し
な
い
が
䣍
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
該
当
し
扶
養
親
族
を
呼
び
寄
せ
る
場
合
の
移
転
料
の
額
は
䣍
当
該
扶

養
親
族
の
同
号
の
許
可
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
居
住
地
䥹
当
該
扶
養
親
族
が

二
人
以
上
あ
り
䣍
か
つ
䣍
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
居
住
地
を
異
に
し
て
い
る
場

合
に
は
䣍
任
命
権
者
が
定
め
る
扶
養
親
族
の
居
住
地
䥺
か
ら
当
該
扶
養
親
族

を
随
伴
し
て
在
勤
地
へ
赴
任
し
た
も
の
と
み
な
し
て
第
一
項
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
に
お
け
る
移
転
料
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
䣍
当
該
居
住
地
か

ら
当
該
扶
養
親
族
を
随
伴
し
な
い
で
在
勤
地
へ
赴
任
し
た
も
の
と
み
な
し

て
前
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
移
転
料
の
額
に
相
当
す
る
額

を
差
し
引
い
た
額
に
よ
る
䣎 

 

４ 

第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
䣍
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
移
転
料
の
額
の

計
算
に
つ
い
て
䣍
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
移

転
料
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍

第
二
十
七
条
第
二
項
中
䣓
別
表
第
一
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
別
表
第
二
䣔
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
着
後
手
当
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
七
条 
着
後
手
当
の
額
は
䣍
新
在
勤
地
の
存
す
る
地
域
の
区
分
に
応
じ

た
別
表
第
二
の
日
当
定
額
の
十
日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
十
夜
分
に
相
当
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す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

䥹
扶
養
親
族
移
転
料
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
八
条 

扶
養
親
族
移
転
料
は
䣍
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
支
給
す
る
䣎 

 

一 

赴
任
の
際
䣍
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け
䣍
扶
養
親
族
を
旧
在
勤
地

か
ら
新
在
勤
地
ま
で
随
伴
す
る
と
き
䣎 

 

二 

外
国
に
在
勤
中
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け
䣍
同
一
在
勤
地
に
つ
い

て
一
回
限
り
䣍
扶
養
親
族
を
在
勤
地
に
呼
び
寄
せ
䣍
又
は
本
邦
に
帰
ら
せ

る
と
き
䣎 

 

三 

本
邦
か
ら
外
国
に
赴
任
後
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受
け
䣍
赴
任
を
命

ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
一
回
限
り
䣍
扶
養
親
族
を
赴
任
を

命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
居
住
地
か
ら
本
邦
内
の
他
の
地
に
移
転
す
る

と
き
䣎 

 

２ 

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
親

族
移
転
料
の
額
は
䣍
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
一
人
ご
と

に
䣍
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
年
齢
に
従
い
䣍
次
に
規
定
す
る
額
の
合
計
額

に
よ
る
䣎 

 

一 

十
二
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
䣍
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相
当

の
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍
車
賃
及
び
渡
航
手
数
料
の
実
費
額
並
び
に

日
当
䣍
宿
泊
料
䣍
食
卓
料
及
び
着
後
手
当
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額 

 

二 
十
二
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
䣍
前
号
に
規
定
す
る
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額 

 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
親
族
移
転
料
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の
額
は
䣍
そ
の
旧
居
住
地
を
旧
在
勤
地
と
䣍
新
居
住
地
を
新
在
勤
地
と
み
な

し
て
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
額
に
よ
る
䣎 

 

４ 

第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
䣍
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
親
族
移
転

料
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
九
条 

削
除 

 

䥹
渡
航
手
数
料
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
三
十
九
条
の
二 

渡
航
手
数
料
の
額
は
䣍
旅
行
者
の
予
防
注
射
料
䣍
旅
券
の

交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
䣍
外
貨
交
換
手
数
料
䣍
空
港
旅
客
サ
䤀
ビ
ス

施
設
使
用
料
並
び
に
入
出
国
税
の
実
費
額
に
よ
る
䣎 

 

䥹
死
亡
手
当
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
四
十
条 

死
亡
手
当
の
額
は
䣍
第
三
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
䥹
死
亡
地
が
本
邦
で
あ
る
場
合
を
除
く
䣎
䥺
に
は
別
表
第
二
の
定
額
に

よ
り
䣍
同
項
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
䥹
死
亡
地
が
本
邦
で
あ
る
場

合
を
除
く
䣎䥺
に
は
そ
の
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

２ 

職
員
が
第
三
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
し
䣍
か
つ
䣍
そ
の
死
亡
地

が
本
邦
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
死
亡
手
当

の
額
は
䣍
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
次
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

職
員
が
出
張
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
第
三
十
条
の
三
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費
の
額 

 
二 

職
員
が
赴
任
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
当
該
職
員
の
任
命
権
者
の
在

勤
地
を
新
在
勤
地
と
み
な
し
て
第
三
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費
の
額 

 

３ 

外
国
在
勤
の
職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
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が
第
三
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
に
該
当
し
䣍
か
つ
䣍
そ
の
死
亡
地
が
本
邦

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
死
亡
手
当
の
額
は
䣍

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
次
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
䣎 

 

一 

配
偶
者
又
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
が
第
三
十
八
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
職
員

が
死
亡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
前
項
第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し

た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

 

二 

配
偶
者
又
は
パ
䤀
ト
ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の
相
手
方
が
第
三
十
八
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
職
員

が
死
亡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
前
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し

た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

 

４ 

第
三
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
䣍
第
三
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
に
お
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
手
当
の

支
給
を
受
け
る
遺
族
の
順
位
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎 

 

䥹
外
国
の
同
一
地
域
内
旅
行
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
四
十
一
条 

近
接
地
以
外
の
同
一
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
䣍
鉄

道
賃
䣍
船
賃
及
び
車
賃
は
支
給
し
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
又
は
車
賃
を
要
す

る
場
合
で
䣍
そ
の
実
費
額
が
䣍
当
該
旅
行
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
日
当
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
䣍
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額

に
相
当
す
る
額
の
鉄
道
賃
䣍
船
賃
又
は
車
賃
を
支
給
す
る
䣎 

 

䥹
退
職
者
等
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
四
十
一
条
の
二 

第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費

は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費
と
す
る
䣎 
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一 

外
国
在
勤
の
職
員
が
そ
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な
つ
た
場
合

に
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費 

 

イ 

退
職
等
の
日
の
翌
日
か
ら
退
職
等
を
知
つ
た
日
ま
で
の
旧
在
勤
地

の
存
す
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
た
前
職
務
相
当
の
日
当
及
び
宿
泊
料 

 

ロ 

退
職
等
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
旧
在
勤
地
を
出
発

し
て
本
邦
に
帰
住
し
た
場
合
に
限
り
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費 

 

⑴ 

退
職
等
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
出
発
の
前
日
ま
で
の
旧

在
勤
地
の
存
す
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
た
前
職
務
相
当
の
日
当
及

び
宿
泊
料
䣎
た
だ
し
䣍
日
当
に
つ
い
て
は
三
十
日
分
䣍
宿
泊
料
に

つ
い
て
は
三
十
夜
分
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎 

 

⑵ 

赴
任
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
旧
在
勤
地
か
ら
旧
任
命
権
者
の

在
勤
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
旅
費
䥹
着
後
手
当
を
除
く
䣎
䥺 

 

二 

職
員
が
外
国
の
出
張
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
䣍

出
張
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
帰
ら
な
い
で
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し

た
と
き
は
䣍
出
張
の
例
に
準
じ
䣍
か
つ
䣍
出
張
地
を
旧
在
勤
地
と
み
な
し

て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費 

 

三 

外
国
在
勤
の
職
員
が
本
邦
の
出
張
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な
つ
た
場

合
に
お
い
て
䣍
出
張
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
帰
ら
な
い
で
当
該
退
職
等
に
伴

う
旅
行
を
し
た
と
き
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費 

 

イ 

退
職
等
の
日
の
翌
日
か
ら
退
職
等
を
知
つ
た
日
ま
で
の
出
張
地
の

存
す
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
た
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
職
務
相
当
の
旅
行
雑
費
及
び
宿
泊
料 

 

ロ 

退
職
等
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
出
張
地
を
出
発
し

て
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
場
合
に
限
り
䣍
出
張
の
例
に
準
じ
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て
計
算
し
た
出
張
地
か
ら
居
住
地
ま
で
の
前
章
の
規
定
に
よ
る
前
職

務
相
当
の
旅
費 

 

四 

外
国
在
勤
の
職
員
が
外
国
又
は
本
邦
の
出
張
地
に
お
い
て
退
職
等
と

な
つ
た
場
合
に
お
い
て
䣍
出
張
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
帰
つ
た
後
当
該
退
職

等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
と
き
は
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費 

 

イ 

外
国
の
出
張
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
帰
る
場
合
に
は
䣍
出
張
地
を
旧
在

勤
地
と
み
な
し
て
第
一
号
イ
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
日
当
及
び

宿
泊
料 

 

ロ 

本
邦
の
出
張
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
帰
る
場
合
に
は
䣍
前
号
イ
の
規
定

に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
行
雑
費
及
び
宿
泊
料 

 

ハ 

退
職
等
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
月
以
内
に
出
張
地
を
出
発
し

て
旧
在
勤
地
に
帰
つ
た
場
合
に
限
り
䣍
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
旅
費
の

ほ
か
䣍
次
に
規
定
す
る
旅
費 

 

⑴ 

退
職
等
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
出
発
の
前
日
ま
で
の
出

張
地
の
存
す
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
た
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前

職
務
相
当
の
日
当
又
は
旅
行
雑
費
及
び
宿
泊
料
䣎
た
だ
し
䣍
日
当

又
は
旅
行
雑
費
に
つ
い
て
は
十
五
日
分
䣍
宿
泊
料
に
つ
い
て
は
十

五
夜
分
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎 

 

⑵ 

出
張
の
例
に
準
じ
て
計
算
し
た
出
張
地
か
ら
旧
在
勤
地
ま
で
の

前
職
務
相
当
の
旅
費 

 
⑶ 
旧
在
勤
地
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
二
月
以
内
に
当
該
退
職

等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
場
合
に
限
り
䣍
旧
在
勤
地
に
到
着
し
た
日

を
退
職
等
を
知
つ
た
日
と
み
な
し
て
第
一
号
ロ
の
規
定
に
準
じ
て
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計
算
し
た
旅
費 

 

五 

外
国
在
勤
の
職
員
が
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
䣍
家
財
又
は
扶
養
親
族
を
旧
在
勤
地
か
ら
本
邦
に
移
転
す
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
各
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
ほ
か
䣍
旧
在
勤
地
か

ら
居
住
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
移
転
料
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
䥹
着
後

手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺 

 

２ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
䣍
前
項
第
一
号
ロ
䣍
第
三
号
ロ
又
は
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

３ 

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

か
䣍
職
員
が
外
国
旅
行
の
途
中
に
お
い
て
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て

第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
前
二
項
の
規
定

に
準
じ
て
計
算
し
た
旅
費
と
す
る
䣎 

 

䥹
遺
族
の
旅
費
䥺 

䥹
削
る
䥺 

第
四
十
一
条
の
三 

第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費

は
䣍
職
員
の
旧
在
勤
地
か
ら
遺
族
の
帰
住
地
ま
で
の
前
職
務
相
当
の
移
転
料

及
び
扶
養
親
族
移
転
料
䥹
着
後
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

第
三
章 

雑
則 

第
四
章 

雑
則 

䥹
退
職
者
等
の
旅
費
䥺 

 

第
二
十
一
条 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す

る
旅
費
は
䣍
退
職
等
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
お
け
る
当
該
退
職
等
に

伴
う
旅
行
又
は
本
邦
へ
の
帰
住
に
つ
い
て
䣍
出
張
又
は
赴
任
の
例
に
準
じ
て

任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
新
設
䥺 
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２ 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
赴
任
の
例
に

準
じ
て
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

３ 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
䣍
退
職
等
と
な
つ
た
職
員
が
家
族
を
移
転
す
る

と
き
は
䣍
同
項
に
規
定
す
る
旅
費
に
䣍
転
居
費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す

る
費
用
及
び
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る
も
の
を
加
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
䣍
第
一
項
及
び
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
䣎 

 

䥹
遺
族
等
の
旅
費
䥺 

 

第
二
十
二
条 

第
三
条
第
二
項
第
三
号
䣍
第
四
号
又
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
䥹
死
亡
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
䣎䥺
は
䣍

出
張
又
は
赴
任
の
例
に
準
じ
て
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
新
設
䥺 

䥹
旅
費
の
支
給
額
の
上
限
䥺 

 

第
二
十
三
条 

鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
䥹
第
十
二
条

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
䣎
䥺䥹
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
䣎
䥺
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
䣍
第
九
条
第
一

項
各
号
䣍
第
十
条
第
一
項
各
号
䣍
第
十
一
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
二
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
䣍
当
該
各
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
䣍
当
該
各
費
用
ご
と
の
い

ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
䣎 

䥹
新
設
䥺 

２ 

宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
䥹
宿
泊
手
当
に
相
当
す

る
部
分
を
除
く
䣎
䥺䣍
家
族
移
転
費
䥹
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺

及
び
渡
航
雑
費
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
䣍
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
第
六

条
䣍
第
十
三
条
䣍
第
十
四
条
䣍
第
十
六
条
䣍
第
十
七
条
䣍
第
十
八
条
第
一
項
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及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較

し
䣍
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
䣎 

䥹
旅
費
の
調
整
䥺 

䥹
旅
費
の
調
整
䥺 

第
二
十
四
条 

任
命
権
者
は
䣍
旅
行
者
が
都
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を
受

け
る
場
合
そ
の
他
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
旅
行
の
性
質

上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
不
当
に
旅
行
の

実
費
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
旅
費
又

は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
䣎 

第
四
十
二
条 

任
命
権
者
は
䣍
旅
行
者
が
公
用
の
交
通
機
関
䣍
宿
泊
施
設
等
を

利
用
し
て
旅
行
し
た
場
合
そ
の
他
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ

り
ま
た
は
当
該
旅
行
の
性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し

た
場
合
に
は
不
当
に
旅
行
の
実
費
を
こ
え
た
旅
費
ま
た
は
通
常
必
要
と
し

な
い
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
そ
の
実
費
を
こ
え

る
こ
と
と
な
る
部
分
の
旅
費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支

給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
䣎 

２ 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

第
二
十
五
条 

䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

第
四
十
三
条 

䥹
略
䥺 

䥹
旅
費
の
返
納
䥺 

 

第
二
十
六
条 

支
出
担
当
者
等
は
䣍
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
こ
の
条

例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支

給
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
䣍
当
該
旅
費
又

は
当
該
金
額
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
新
設
䥺 

２ 

旅
行
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に

違
反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
䣍
支
出
担
当
者
等
は
䣍
前
項
に

規
定
す
る
返
納
に
代
え
て
䣍
当
該
支
出
担
当
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の

者
に
対
し
支
出
し
䣍
又
は
支
払
う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
䣍
当
該
旅
費
に

相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
䣍
任
命
権
者
が
定
め
る
䣎 
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䥹
委
任
䥺 

 

第
二
十
七
条 

こ
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
る
旅
費
の
支
給
の
手
続
そ
の
他
こ
の
条
例
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

は
䣍
任
命
権
者
が
定
め
る
䣎 

第
四
十
四
条 

こ
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
外
実
施
上
必
要
な
事
項
は
䣍

任
命
権
者
が
定
め
る
䣎 

 
 
 

附 
則 

 
 
 

附 

則 

１
か
ら
３
ま
で 
䥹
現
行
の
と
お
り
䥺 

１
か
ら
３
ま
で 

䥹
略
䥺 

䥹
削
る
䥺 

４ 

旅
行
先
ま
た
は
目
的
地
が
特
別
の
事
情
に
よ
り
旅
費
の
調
整
を
要
す
る

も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
外
国
旅

行
の
日
当
及
び
宿
泊
料
に
係
る
別
表
第
二
の
定
額
は
䣍
当
分
の
間
䣍
同
表
の

甲
地
方
に
つ
い
て
定
め
る
額
の
十
分
の
八
に
相
当
す
る
額
と
す
る
䣎 

 

別
表
第
一 

外
国
旅
行
の
転
居
費
に
係
る
家
財
運
送
量
の
上
限
䥹
第
十
六
条
関

係
䥺 

 

 

 
 
 
 
 

区 
 
 
 
 
 

分 
 
 
 
 
 

 
 

上 
 
 

限 
 
 

家
財
の
運
送
単
位
を

容
積
に
よ
り
算
出
す

る
場
合 

職
員 

九
立
方
メ
䤀
ト
ル 

配
偶
者
又
は
パ
䤀
ト

ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の

相
手
方 

九
立
方
メ
䤀
ト
ル 

子
䥹
一
人
に
つ
き
䥺 

一
・
五
立
方
メ
䤀
ト
ル 

家
財
の
運
送
単
位
を

重
量
に
よ
り
算
出
す

る
場
合 

職
員 

三
六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム 

配
偶
者
又
は
パ
䤀
ト

ナ
䤀
シ
䣹
プ
関
係
の

相
手
方 

三
六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム 
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子
䥹
一
人
に
つ
き
䥺 

六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム 

  

別
表
第
一 

内
国
旅
行
の
旅
費
䥹
第
十
五
条
䣍
第
二
十
四
条―

第
二
十
八
条
䣍

第
三
十
条
関
係
䥺 

 
 

㈠ 

旅
行
雑
費
䣍
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 
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区
分 

旅
行
雑
費
䥹
一
日
に
つ

き
䥺 

宿
泊
料
䥹
一
夜
に
つ

き
䥺 

食

卓

料

䥹

一

夜

に
つ
き
䥺 

出

張

又

は

近

接

地

内

の

赴
任 

近

接

地

外

の

赴

任 

甲
地
方 

乙
地
方 

指
定
職

の
職
務

に
あ
る

者 

公

務

上

の

必

要

に

よ

り

や

む

を

得

ず

負

担

し

た

通

話

料

金

等

の

額 

一
䣍
一

〇
〇
円 

一
五
䣍

〇
〇
〇円 

一
三
䣍

五
〇
〇円 

三
䣍
〇

〇
〇
円 

五
級
以

下
の
職

務
に
あ

る
者 

一
一
䣍

〇
〇
〇円 

一
〇
䣍

〇
〇
〇円 

二
䣍
二

〇
〇
円 

 

 

備
考 

宿
泊
料
の
甲
地
方
及
び
乙
地
方
の
区
別
は
䣍
人
事
委
員
会
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
䣎 

 
 

㈡ 

移
転
料 
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区
分 

鉄

道

五

十

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未
満 

鉄

道

五

十

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以

上

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未

満 

鉄

道

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以

上

三

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未

満 

鉄

道

三

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以

上

五

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未
満 

鉄

道

五

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以

上

千

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未

満 

鉄

道

千

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以

上

千

五

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未
満 

鉄

道

千

五

百

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以

上

二

千

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

未

満 

鉄

道

二

千

キ

ロ

メ

䤀

ト

ル

以
上 

移

転

料
額 

一
二

六
䣍

〇
〇

〇
円 

一
四

四
䣍

〇
〇

〇
円 

一
七

八
䣍

〇
〇

〇
円 

二
二

〇
䣍

〇
〇

〇
円 

二
九

二
䣍

〇
〇

〇
円 

三
〇

六
䣍

〇
〇

〇
円 

三
二

八
䣍

〇
〇

〇
円 

三
八

一
䣍

〇
〇

〇
円 

 

 
 

備
考 

路
程
の
計
算
に
つ
い
て
は
䣍
水
路
及
び
陸
路
四
分
の
一
キ
ロ
メ
䤀
ト

ル
を
も
つ
て
鉄
道
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
と
み
な
す
䣎 

 
別
表
第
二 

外
国
旅
行
の
旅
費
䥹
第
三
十
五
条―

第
三
十
七
条
䣍
第
四
十
条
䣍

附
則
第
四
項
関
係
䥺 

 

㈠ 
日
当
䣍
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 
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区
分 

日
当
䥹
一
日
に
つ
き
䥺 

 

宿
泊
料
䥹
一
夜
に
つ
き
䥺 

食卓料䥹一夜につき
䥺 

指定都市 

甲地方 

乙地方 

丙地方 

指定都市 

甲地方 

乙地方 

丙地方 

指
定
職

の
職
務

に
あ
る

者
又
は

五
級
の

職
務
に

あ
る
者 

八䣍三〇〇円 

七䣍〇〇〇円 

五䣍六〇〇円 

五䣍一〇〇円 

二五䣍七〇〇円 

二一䣍五〇〇円 

一七䣍二〇〇円 

一五䣍五〇〇円 

七䣍七〇〇円 

四
級
の

職
務
に

あ
る
者 

七䣍二〇〇円 

六䣍二〇〇円 

五䣍〇〇〇円 

四䣍五〇〇円 

二二䣍五〇〇円 

一八䣍八〇〇円 

一五䣍一〇〇円 

一三䣍五〇〇円 

六䣍七〇〇円 
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三
級
以

下
の
職

務
に
あ

る
者 

六䣍二〇〇円 

五䣍二〇〇円 

四䣍二〇〇円 

三䣍八〇〇円 

一九䣍三〇〇円 

一六䣍一〇〇円 

一二䣍九〇〇円 

一一䣍六〇〇円 

五䣍八〇〇円 

 

 
 

備
考 

 

一 

指
定
都
市
と
は
䣍
人
事
委
員
会
が
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
䣍
甲

地
方
と
は
䣍
北
米
地
域
䣍
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
人
事
委

員
会
が
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
人
事

委
員
会
が
定
め
る
地
域
を
い
い
䣍
丙
地
方
と
は
䣍
ア
ジ
ア
地
域
䥹
本
邦

を
除
く
䣎
䥺䣍
中
南
米
地
域
䣍
大
洋
州
地
域
䣍
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極

地
域
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域

以
外
の
地
域
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
を
い
い
䣍
乙
地
方
と
は
䣍

指
定
都
市
䣍
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
䥹
本
邦
を
除

く
䣎
䥺
を
い
う
䣎 

 

二 

船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
旅
行
䥹
外
国
を
出
発
し
た
日
及
び
外
国
に

到
着
し
た
日
を
除
く
䣎
䥺
の
場
合
に
お
け
る
日
当
の
額
は
䣍
丙
地
方
に

つ
き
定
め
る
定
額
と
す
る
䣎 

 
㈡ 
移
転
料 
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区
分 

鉄道百キロメ䤀トル未満 

鉄道百キロメ䤀トル以上五百キロメ䤀トル未満 

鉄道五百キロメ䤀トル以上千キロメ䤀トル未満 

鉄道千キロメ䤀トル以上千五百キロメ䤀トル未満 

鉄道千五百キロメ䤀トル以上二千キロメ䤀トル未満 

鉄道二千キロメ䤀トル以上五千キロメ䤀トル未満 

鉄道五千キロメ䤀トル以上一万キロメ䤀トル未満 

鉄道一万キロメ䤀トル以上一万五千キロメ䤀トル未満 

鉄道一万五千キロメ䤀トル以上二万キロメ䤀トル未満 

鉄道二万キロメ䤀トル以上 
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指
定
職
の

職
務
又
は

四
級
以
上

の
職
務
に

あ
る
者 

一四一䣍〇〇〇円 

一八八䣍〇〇〇円 

二六九䣍〇〇〇円 

三三八䣍〇〇〇円 

四二五䣍〇〇〇円 

五二一䣍〇〇〇円 

五七五䣍〇〇〇円 

六二八䣍〇〇〇円 

六八〇䣍〇〇〇円 

七三四䣍〇〇〇円 

三
級
の
職

務
に
あ
る

者 

一一六䣍〇〇〇円 

一五四䣍〇〇〇円 

二二〇䣍〇〇〇円 

二七六䣍〇〇〇円 

三四八䣍〇〇〇円 

四二八䣍〇〇〇円 

四七一䣍〇〇〇円 

五一四䣍〇〇〇円 

五五六䣍〇〇〇円 

六〇一䣍〇〇〇円 

二
級
及
び

一
級
の
職

務
に
あ
る

者 

九五䣍〇〇〇円 

一二六䣍〇〇〇円 

一八〇䣍〇〇〇円 

二二六䣍〇〇〇円 

二八五䣍〇〇〇円 

三五〇䣍〇〇〇円 

三八六䣍〇〇〇円 

四二一䣍〇〇〇円 

四五六䣍〇〇〇円 

四九三䣍〇〇〇円 
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備
考 

路
程
の
計
算
に
つ
い
て
は
䣍
水
路
及
び
陸
路
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
を
も

つ
て
鉄
道
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
と
み
な
す
䣎 

 

㈢ 

削
除 

別
表
第
二 

死
亡
手
当
䥹
第
二
十
条
関
係
䥺 

㈣ 

死
亡
手
当 

 

区 
 
 
 

分 

死 

亡 

手 

当 

全
て
の
者 

九
三
〇
䣍
〇
〇
〇
円 

 

 

区
分 

手
当
額 

指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
又
は
五
級

の
職
務
に
あ
る
者 

六
四
〇
䣍
〇
〇
〇
円 

四
級
の
職
務
に
あ
る
者 

五
二
〇
䣍
〇
〇
〇
円 

三
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者 

四
六
〇
䣍
〇
〇
〇
円 
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非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

費
用
弁
償
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、

包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
三
の
報
酬
の
額

の
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
費
用
弁
償
の
額
の
欄
に
定
め
る

額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及

び
食
卓
料
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
三
の
報
酬
の
額
の
欄
に
掲
げ
る
者

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
費
用
弁
償
の
額
の
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

３
及
び
４ 

（
略
） 

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
一
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
一
（
第
二
条
関
係
） 

額
の
種
別 

職
員
の
種
別 

日 

額
（
円
） 

月 

額
（
円
） 

時
間
額
（
円
） 

医
療
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

研
究
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

教
育
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

一
般
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

参 
 

与 

（
現
行
の
と
お

り
） 

三
三
八
、
〇
〇
〇 

（
現
行
の
と
お

り
） 

額
の
種
別 

職
員
の
種
別 

日 

額
（
円
） 

月 

額
（
円
） 

時
間
額
（
円
） 

医
療
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

研
究
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

教
育
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

一
般
業
務
に

従
事
す
る
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

参 
 

与 

（
略
） 

三
三
四
、
〇
〇
〇 

（
略
） 
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専

門

委

員 

（
現
行
の
と
お

り
） 

三
三
八
、
〇
〇
〇 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

専

門

委

員 

（
略
） 

三
三
四
、
〇
〇
〇 

（
略
） 

 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
報
酬
の
額
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
、
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
及
び
給
与
条
例
第
十
五
条
に

規
定
す
る
超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
含
ま
な
い
。 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
報
酬
の
額
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
及
び
給
与
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る

超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
含
ま
な
い
。 

別
表
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
二 

（
略
） 

別
表
三
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
三
（
第
四
条
関
係
） 

報 
 
 
 

酬 
 
 
 

の 
 
 
 

額 

費 

用 

弁 

償 

の 

額 

日 
 
 

額 

月 
 
 

額 
時 

間 

額 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 
（
現
行
の
と
お
り
） 

 

報 
 
 
 

酬 
 
 
 

の 
 
 
 

額 

費 

用 

弁 

償 

の 

額 

日 
 
 

額 

月 
 
 

額 

時 

間 

額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
報
酬
の
額
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
、
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
及
び
給
与
条
例
第
十
五
条
に

規
定
す
る
超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
含
ま
な
い
。 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
報
酬
の
額
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
及
び
給
与
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る

超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
含
ま
な
い
。 
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非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

附 

則 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１ 

（
略
） 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
す
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
す
。 
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